
 

 

パブリックコメント 

 
  

 

 

 

 

  

大 月 市 景 観 計 画 

（素案） 
 

 
 

 

 

 

 

 

平成24年12月 

大月市地域整備課 



 

目  次 

 

 

Ⅰ 景観計画策定の考え方 ................................................... １ 

 

１．景観計画とは ...................................................... １ 
２．景観計画の位置づけ ................................................ ２ 
３．策定体制.......................................................... ３ 
４．景観計画の見直しについて........................................... ３ 

 

 

Ⅱ 景観特性の整理 ......................................................... ４ 

 

１．広域的な立地条件 .................................................. ４ 
２．景観資源の整理・把握............................................... ５ 

 

 

Ⅲ 景観形成における課題の整理............................................ ２４ 

 

１．景観の保全に向けた課題........................................... ２４ 
２．景観の修復に向けた課題........................................... ２６ 
３．景観の創造に向けた課題........................................... ２８ 
４．景観の活用に向けた課題........................................... ３０ 

 

 

Ⅳ 景観計画............................................................. ３１ 

 

１．景観の将来像 .................................................... ３１ 
２．景観形成の基本目標 .............................................. ３２ 
３．景観計画区域と地区設定........................................... ３４ 
４．重点景観形成地区 ................................................ ３５ 
５．景観形成の方針 .................................................. ３６ 
６．景観形成基準 .................................................... ４３ 
７．景観資源等の質的向上に関する事項................................. ５０ 
８．景観計画推進方策の検討........................................... ５３ 

 



 

 

１ 

 

 

Ⅰ 景観計画策定の考え方 

 

１．景観計画とは                                  

 

（１）景観法と景観計画 

「景観法」は、国の政策である「美しい国づくり政策大綱」と「観光立国行動計画」がまとめられた

ことを受けて、平成16年6月に定められた法律です。これまで地方自治体が独自に進めてきた景観づ

くりに関わる取り組みを「景観法」に基づいて行うことが可能となりました。 

「景観計画」は、景観法第8条の規定に基づく法定計画であり、潤いのある豊かな生活環境の創造や

個性的で活力のある地域社会の実現により地域の健全な発展に寄与するため、景観に関わるまちづくり

施策の指針として策定するものです。 

 

（２）景観計画策定の目的 

大月市の景観は、市街地を取り巻く山々の豊かな緑や桂川をはじめとした清流などの美しい自然景観

に加えて、旧甲州街道の宿場町の面影を残す街並みや名勝猿橋などの歴史的な景観、再整備された大月

駅前を始めとした新たな活力を感じさせる市街地景観など、多様な要素から構成されており、これらが

市域の特徴ある景観を形成しています。 

しかしながら、これらの景観を良いものにしたい、残したいという思いはあっても市民共通の目標や

具体的なルールがなく、また法的な実効性が必ずしも高くないため、土地の利用のしかたや建物の建て

方への景観的な配慮を「お願いする」ことしかできませんでした。 

「景観計画」は、このように美しく魅力ある景観を守り活かしていくとともに、潤いのある豊かな生

活環境の創造や個性的で活力のある地域社会の実現により地域の健全な発展に寄与するため、景観に関

わるまちづくり施策の指針として策定するものです。 

 

（３）景観計画の意義 

私たち市民にとっての本市の景観は、普段から見慣れたあまりにも身近な存在であるため、その価値

を見逃しつつありますが、来訪者は春の桜、夏の緑、秋の紅葉など、季節とともに彩りを変える山々や

宿場町の面影を残す街並みに良きふるさとを感じています。 

景観計画に基づく風景づくりは、こうした地域固有の景観を再確認し、その価値の重要性を認識する

とともに、地域への愛着や誇りを高め、様々な取り組みへの動機づけとなります。 

また、市民・事業者と行政の適切な分担と連携のもと様々な取り組みを実践することにより、本市の

良好な景観形成を実現することが可能となります。 

その結果、地域の印象や魅力が高まることで、「緑とせせらぎと未来のまち・大月市」としてのブラ

ンド力の向上や来訪者の増加など、広く地域活性化やまちづくり推進に繋がることが期待されます。 

 

（４）策定主体 

「景観計画」は、景観行政の担い手となる「景観行政団体」が作成することになっており、平成24

年1月に景観行政団体となった本市が作成主体となります。 
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２．景観計画の位置づけ                              

 

景観計画は、上位・関連計画である「大月市第６次総合計画」および「大月市都市マスタープラン」と

の整合を図りながら景観の特性や課題を明らかにし、良好な景観の実現に向けた考え方やその方向を定め

るとともに、実現のための方策および手段を明らかにする「景観部門のマスタープラン」として、市民の

意見を反映させながら創意工夫のもと策定しました。 

景観計画は、本市の良好な景観づくりを進めるための景観的な配慮を、市の他の行政分野が進める施

策・事業や市民・事業者が行う土地利用や建築行為などに求めるものとなっています。 

しかしながら、道路の安全性やバリアフリー、河川の治水安全性など、それぞれの施設が本来持つべき

機能は、当然に優先されるものであり、景観計画に定める方針や基準は、これら機能を備えた上で、建築

物や構造物などの個や群が創り出す空間の質の向上を求めるものです。 

このことから、今後の景観づくりに向けては、景観計画に基づき他の部門別計画との整合や事業などと

の調整のもと取り組みを進めることとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅰ－１ 景観計画の位置づけ 

 

大月市第６次総合計画(基本構想) 

平成1９年３月 

大月市都市マスタープラン 
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３．策定体制 
 

景観計画の策定にあたっては、市民と行政の協働が不可欠であり、その指針となる「大月市景観計画」

には、市民と行政が共有する本市の景観特性、景観づくりを進める上での課題、今後の景観のあり方が明

示される必要があります。 

このため、景観計画は市民の代表が参画した「景観計画策定委員会」での審議を経るとともに、「広報

おおつき」や「市ホームページ」による情報提供、２回の「住民説明会」や「パブリックコメント」等を

通じて、住民意見の把握と計画への反映に努めながら、次の体制で策定を進めました。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅰ－２ 景観計画の策定体制 

 

（１）大月市景観計画策定委員会 

学識経験者、有識者、議会代表、団体代表、住民代表、行政関係者からなる「大月市景観計画策定委

員会」を設置し、景観計画を総合的かつ専門的な見地から検討しました。 

 

（２）大月市景観計画庁内検討会 

本市の関係各課からなる「大月市景観計画庁内検討会」を設置し、行政の立場から景観計画の素案の

検討を行ってきました。 

 

４．景観計画の見直しについて                               

 

本市の良好な景観を将来にわたって守り活かすため、景観づくりは長い時間をかけて実施する必要があ

り、本市の景観づくりにおける基本的な方針となる本計画は、取り組みの進み具合や新たな課題への対処、

市民・行政などの景観に対する意識の高まりなどに対応し、この景観計画自体が発展成長するよう適切に

見直しを行わなければなりません。 

このため、景観づくりへの新たな課題が生じた場合などにおいては、大月市総合計画や大月市都市マス

タープラン等の上位計画と整合性を図りながら、実情に即した計画の変更を必要に応じて行うものとしま

す。 
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Ⅱ 景観特性の整理 

 

１．広域的な立地条件                                        

 

本市は、山梨県の東部に位置し、東は上野原市、南は都留市、富士河口湖町、西は笛吹市、甲州市、北

は小菅村に囲まれています。 

東京都心から西に約 75 ㎞圏、山梨県都の甲府市からは西に約 35km の位置にあり、いずれも中央自

動車道、国道20 号やJR中央本線などの幹線交通網によって結ばれています。 

さらに、これらの東西交通軸に交差して、都留市・富士河口湖町へ向かう国道 139 号や富士急行線な

どの分岐点に位置することから、古くから交通の要衝となっています。 

また、本市は富士山の北東約 30km に位置しており、富士山観光の玄関口であるとともに市内随所か

ら雄大な富士を臨む景勝地としても知られています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ－１ 本市の広域的な位置 
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２．景観資源の整理・把握                                 

 

本市の景観特性を把握するために、景観資源を「性質要素」と「形態要素」から下表のように分類し、

その特徴を整理します。 

 

  表Ⅱ－１ 景観資源の分類(性質要素) 

性質による分類 内   容 

自然的景観資源 

基本的な景観の骨格を形作り、地域特性に多大な影響を与える自然的な景観

資源 

・山景：独立峰、山並みなど 

・水景：河川、湖沼、水路、わき水など 

・緑景：特色ある樹林地、農地、銘木、自然公園、街路樹など 

・動物：小動物生息地、希少昆虫生息地など 

歴史的景観資源 

過去の社会・経済やまちづくりなどの、先人たちの暮らしを伝えてくれる歴

史的な景観資源 

・社寺（建造物） 

・歴史的建造物 

・古墳・遺跡 

・古道・道標など 

・祭礼・民俗芸能 

都市的景観資源 

現在の社会・経済やまちづくりの状況などの、私たちの暮らしが反映された

都市的な景観資源 

・主要公共公益施設 

・民間大規模施設・産業施設（商店街、工業団地、大規模店舗、大規模工場な

ど） 

・交通施設（道路、鉄道、駅、橋梁） 

・特色ある街並み 

心象的景観資源等 

市民の意識の中に刻まれた、心象的な景観資源や景観形成に向けた市民活動 

・歌などに歌われる風景 

・意識調査などに見られる風景 

・景観形成に向けた市民活動 

 

  表Ⅱ－２ 景観資源の分類(形態要素) 

形態による分類 内   容 

点的景観資源 
・形態的な特性が際だっており、その場所を象徴的に伝えるもの、目印となる

もの 

線的景観資源 
・境界となって景観を視覚的に限定するもの、景観の骨格を形成するもの、動

いて見ることで、連続的に景観を認識するもの 

面的景観資源 
・同質性や類似性からまとまりのあるもの、周囲との異質性から際だった特性

をもっているまとまり 
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（１）自然的景観資源の整理・把握                        

本市の自然的景観資源について、以下のとおりに整理します。 

 

① 自然的景観資源の分類 

 

  表Ⅱ－３ 自然的景観資源の分類 

 点 線 面 

山  景 独立峰 稜線 谷戸 

水  景 わき水 河川、水路 湖沼、ダム湖 

緑  景 古木・銘木・保存樹木 街路樹、並木、遊歩道 特色ある樹林地・植生、

農地、自然公園など 

動  物   小動物生息地、希少昆虫

生息地 

 

  表Ⅱ－４ 分類別の自然的景観資源 

 点 線 面 

山  景 富士山、秀麗富嶽十二景

をはじめとする山  々

笹子峠、大峠、石丸峠な

ど 

関東山地、丹沢山地によ

って構成される稜線 

市域の９割弱を覆う山林 

水  景 小篠貯水池 桂川、葛野川
かずのがわ

、笹子川、

真木川、浅利川、小沢

川、浅川川、土室川、

奈良子川
な ら ご が わ

、大鹿川
おおじかがわ

、無数

に存在する沢 

松姫湖（葛野川ダム）、

シオジの森ふかしろ湖

（深城ダム） 

緑  景 笹子峠の矢立のスギ、藤

沢の大スギ、間明野
まみょうの

のエ

ノキ、浅利の千本マツ、

寛城
ゆ る ぎ

のカエデ、小和田の

サクラ、無辺寺のトチノ

キ、小篠
お し の

のイトヒバ、鳥

沢のコノテガシワ、堀之

内の大ケヤキ 

藤沢の四季折々の道路景

観、大鹿川の桜並木、葛

野川の桜並木 

シオジの原生林、笹子の

シラカバ林、田園風景、

カタクリの群生地、多様

な野草 

 

動  物 ホタルの生息地、サンシ

ョウウオの生息地 

放流されたアユ、ニジマ

スなどの釣り場 

 



 

 

７ 

② 自然的景観資源の概況 

 

■ 山景 

・本市は関東山地上に位置しており、市域の９割弱が森林に覆われています。 

・北部には雁ヶ腹摺山
がんがはらすりやま

や滝子山、百蔵山など、南部には倉岳山や高川山などの山々が続いており、緑豊

かな山並みに囲まれて市街地が形成されています。 

・市内の至る所から富士山を望むことができ、山頂からの

眺望が美しい山々を「秀麗富嶽十二景」に指定していま

す。特に雁ヶ腹摺山は、500円紙幣の富士山が撮影さ

れた山として知られています。 

・市の中央部にある岩殿山は、標高は634mと際だって

高くはありませんが、「秀麗富嶽十二景」の一つに選ば

れており、中腹には丸山公園、岩殿城跡などがあり、市

のシンボルとして広く親しまれています。 

・豊富な森林資源を活かしたハイキングコースが幾つか設

定されており、山頂からの美しい眺望や、雄大な自然を身近に感じ、楽しむ事ができます。 

 

■ 水景 

・市域全体に広がる山地を縫うようにして、数多くの河川が

流れています。 

・水量豊かな桂川が東西に流れており、葛野川・笹子川・浅

利川等の河川が各々桂川に注いでいます。 

・浅川川や土室川、奈良子川が葛野川に注いでいるほか、そ

れぞれの河川には無数の沢が注いでおり、非常に恵まれた

水系を有しています。 

・桂川をはじめとして、笹子川・真木川・葛野川などでは、

アユやニジマス、ヤマメ、イワナなどが放流されており、

シーズン中は釣りを楽しむ人で賑わいを見せるなど、市内の河川全域が釣り場としての可能性を有し

ています。 

・豊かな水量を誇る河川は発電用水としても利用されており、桂川流域に駒橋発電所、葛野川流域には

葛野川発電所が整備されています。 

・瀬戸地区の葛野川流域には、葛野川総合開発の一環として、高さ87ｍの重力式コンクリートダムの

深城ダムによりシオジの森ふかしろ湖が整備されており、32haの貯水池の周囲には、桜の回廊や芝

生広場などが設けられています。 

・葛野川の源流の土室川には、葛野川発電所の下部ダムとして、高さ105ｍの重力式コンクリートダ

ムの葛野川ダムにより松姫湖が整備されています。 

 

雁ヶ腹摺山からの富士山 

市域を東西に流れる桂川 
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■ 緑景 

・市内には、県指定天然記念物として「笹子峠の矢立のスギ」が、市

指定天然記念物として「藤沢の大スギ」「寛城のカエデ」など９件

が指定されています。 

・特に「笹子峠の矢立のスギ」は、樹高約22m、根回り14.8mと山

梨県下でも有数の巨木として知られており、甲斐国誌や甲斐叢記
か い そ う き

な

どの古書や、北斎・広重の名画にも残されています。 

・市内二十数箇所でアダプト・プログラム制度が導入され、ボランテ

ィアとなる市民と公共施設等とを「養子縁組」し、ボランティアと

なる市民が「里親」となって「養子」である公共施設等の清掃や美

化活動が定期的に行われることで、地域住民によるコミュニティ形

成や地域活性化にも繋がり、環境保護意識が高まっています。 

・猿橋駅南側の丘陵地に開発された桂台ニュータウンでは、ヤマボウシ

の並木道や個性豊かな公園や縁道が設けられ、街路には、シンボルツリーとなる桂の木をはじめナナ

カマド、もみじなど、四季折々に街を美しく印象づける数々の並木が設けられており、ゆとりある整

った街並みと緑に包まれたうるおいのある住環境を維持する目的とした緑地協定が締結されており、

街区毎に個性的な景観が形成されています。 

・大鹿川桜公園や葛野川流域、真木お伊勢山、岩殿山丸山公園などには多くの桜が植えられており、春

になると一面咲き誇る桜や、列状に連なる桜並木が美しい景観を呈しています。 

・瀬戸地区の葛野川流域には、シオジ、サワグルミ、カツラ、ブナ、フタバアオイ、ミズを主体とした、

典型的なシオジ－サワグルミ群集の林が見られ、小金沢

土室自然保存地区に指定されています。なかでもシオジ

の原生林は「山梨の森林100選」に指定されています。 

・市内の山々には、カタクリの群生をはじめとした様々な

野草が自生しており、市民はもとより大月市を訪れる

人々にも愛されています。 

・集落地を中心として広がる農地には、農業従事者の高齢

化などの影響から、耕作放棄地が散見されています。 

 

■ 動物 

・笹子川上流の狩屋野川や葛野川支流の浅川川などの水辺にはホタルが生息しており、夏の夜には美し

い景観を呈しています。 

・市内の清流には、サンショウウオが生息しています。サンショウウオが生息するには良好な水辺の環

境が求められることから環境指標性の高い生物と言われており、本市の有する良好な自然環境を現す

生物と言えます。 

笹子峠の矢立のスギ 

カタクリの群生地 
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（２）歴史的景観資源の整理・把握                        

本市の歴史的景観資源について、以下のとおりに整理します。 

 

① 歴史的景観資源の分類 

  表Ⅱ－５ 歴史的景観資源の分類 

 点 線 面 

社寺 神社、寺院   

歴史的建造物 城跡、旧居跡   

古墳・遺跡 古墳、遺跡   

碑・墳墓等 碑、墓等   

古道・道標・宿

場等 

一里塚 旧街道 宿場跡 

祭礼・芸能等 祭り、民俗芸能   

 

  表Ⅱ－６ 分類別歴史的景観資源 

 点 線 面 

社寺 三嶋神社、御嶽神社、春

日神社、諏訪神社、

子の神社
ね の じ ん じ ゃ

、 瑞 岳 院 、

真蔵院
しんぞういん

、無辺寺など 

  

歴史的建造物 猿橋、星野家住宅など   

古墳・遺跡 岩殿城跡、円通寺跡、鎌

田氏館跡、子の神古墳、

宮谷白山遺跡
みやたにはくさんいせき

 

  

碑・墓等 芭蕉の句碑、森武七墓

碑・墓 

  

古道・道標・宿

場等 

一里塚跡、 

旧笹子トンネル 

旧甲州街道 

黒野田宿、阿弥陀海道

宿、白野宿、中初狩宿、

下初狩宿、花咲宿、大月

宿、駒橋宿、猿橋宿、鳥       

沢宿など 

 

祭礼・芸能等 かがり火市民祭り、大月

さくら祭り、山王宮祭

り、福地八幡祭りなど、

数多く開催される祭り、

追分人形 
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② 歴史的景観資源の概況 

 

■ 社寺 

・社寺は山岳部を除く市域のほぼ全域に分布しており、特に旧甲州街道

に沿って多数分布しています。 

・歴史的な社寺も多く、下真木諏訪神社本殿、宝境寺薬師堂、大倉山諏

訪神社本殿は、市内に現存する数少ない古い木造建築物であり、県や

市の文化財にも指定されています。これらの社寺は、本殿以外にも

「藤沢子の神社の大スギ」や「堀之内諏訪神社の大ケヤキ」など、境

内の大樹や社寺林を含めて歴史を感じさせる景観となっています。 

・各地区の社寺は、境内に地区公民館が建てられ、地区を挙げての祭礼

が執り行われるなど、コミュニティの中心として地区住民の拠り所と

なっています。 

 

■ 歴史的建造物 

・国の名勝指定を受けている「猿橋」は、「岩国の

錦帯橋
きんたいきょう

」や「木曽の 桟
かけはし

」などと並ぶ日本三奇橋の一つ

とされており、古くは安藤広重の「甲陽猿橋の図」や十返

舎一九の「諸国道中
しょこくどうちゅう

金之草鞋
か ね の わ ら じ

」などにも見ることができ

る市内で最も重要な歴史資源です。 

・市の中心部にそびえたつ岩殿山は、平安時代に円通寺が建

立されて修験道の修行場として知られていましたが、戦国

時代には 急 峻
きゅうしゅん

な地形が着目されて岩殿城が築かれ、

難攻不落の名城として知られました。現在は、秀麗富嶽

十二景のひとつとして、ハイカーが訪れ、賑わいをみせて

います。 

・甲州街道の下花咲宿の本陣であった星野家は、江戸時代に

は名主や問屋などを務めた名家であり、主家の他に籾蔵、

味噌蔵、文庫蔵の三棟と家相図が国の指定文化財となって

います。 

 

 

 

■ 古墳・遺跡 

・百蔵山の山麓から中位段丘上にかけて広がる富浜町宮谷地区からは、石器や土器などの古の遺物が数

多く発見されており、宮谷白山遺跡内には縄文中期の竪穴式住居を復元した家屋が一般公開されてい

ます。この他にも、市内には河岸段丘上を中心に百五十か所以上の古墳や遺跡が存在しています。 

 

 

 

 

堀之内諏訪神社の大ケヤキ 

日本三奇橋「猿橋」 

星野家住宅 
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■ 碑・墓等 

・松尾芭蕉が初狩に訪れた際に詠んだといわれる句、「山賤（やまがつ）の おとがいとずる 葎（むぐ

ら）かな」の句碑が初狩地区に残されているほか、市内には数多くの句碑が存在しています。 

・天保７年（1836年）、貧農が穀商を襲撃したのを発端として、甲斐全体規模の一揆に発展した天保

騒動の中心的人物であった「森武七」の墓碑が市の歴史資料に指定されています。 

 

■ 古道・道標・宿場等 

・甲州街道は江戸時代に五街道の一つとして整備され、人・物資・文化・情報のルートとして栄え、現

在も国道20号として山梨県の大動脈となっています。市内には江戸時代に設置された県内23の宿

場の内10宿が置かれており、街道有数の宿場町が形成されていました。 

・旧甲州街道と国道20号が重複する鳥沢・花咲・初狩など

の沿道には当時の面影が残されており、歴史を偲ばせる街

並みが見られます。 

・笹子から甲州市に抜ける旧甲州街道は、元々は笹子峠を越

えるルートを通っており、甲州街道最大の難所と言われま

したが、昭和13年に笹子トンネルが整備され容易な旅路

となりました。笹子トンネルの西洋の建築様式を用いた斬

新なデザインは、今も大月市の歴史を語る象徴として市の

サイン計画などに活かされています。 

・江戸時代に設けられた一里塚は、大月市内には６箇所に整

備されましたが、明治以降、道路や鉄道の工事の際に取り壊されたため面影はほとんど残っておらず、

現在は下花咲の一里塚跡が市の歴史資料として指定されています。 

 

■ 祭礼・芸能等 

・本市には、各地域に根ざした身近なものから大規模なものまで歴史ある祭礼が数多く受け継がれてお

り、中でも春と夏に催される「さくら祭り」と「かがり火市民祭り」が代表として挙げられます。 

・笹子峠の登り口である新田地区に伝わる人形浄瑠璃「追分人形」は、18世紀中期に兵庫県淡路の人

形づかいによって伝えられたもので、山梨県の無形文化財に指定され広く知られた民俗芸能となって

います。 

旧笹子トンネル 
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（３）都市的景観資源の整理・把握                        

本市の都市的景観資源について、以下のとおりに整理します。 

 

① 都市的景観資源の分類 

  表Ⅱ－７ 都市的景観資源の分類 

 点 線 面 

主要公共 

公益施設 

官公庁 

学校 

  

民間大規模施設 

産業施設 

大規模店舗、大規模工

場、旅館 

 工業団地・ゴルフ場など 

交通施設 駅、 橋 梁
きょうりょう

、トンネル、

インターチェンジなど 

道路、鉄道  

特色ある街並み 公営住宅・集会所 商店街、沿道住宅 住宅団地等 

都市公園 都市公園  都市公園 

 

  表Ⅱ－８ 分類別都市的景観資源 

 点 線 面 

主要公共 

公益施設 

市役所、市民会館、中央

病院、総合福祉センタ

ー、郷土資料館、警察

署、総合体育館、大月短

期大学、都留高校、小中

学校、各地区の集会所な

ど 

 岩殿山丸山公園、猿橋公

園、桂川ウェルネスパー

ク 

民間大規模施設 

産業施設 

NEC、ダイエー、笹一

酒造（酒遊館）、真木温

泉、富士見苑、ももく

ら、志仁也、JR大月変

電所、駒橋発電所、八ツ

沢発電所一号水路橋など 

大月商店街、猿橋商店街 大月カントリークラブ 

花咲カントリークラブ 

交通施設 大月駅、猿橋駅、鳥沢

駅、梁川駅、初狩駅、笹

子駅、上大月駅、髙月

橋、新大月橋、笹子トン

ネル、大月ICなど 

中央自動車道、国道20

号、国道20号大月バイ

パス、国道139号、JR

中央本線、富士急行線 

 

特色ある街並み JR大月駅・市営住宅・

県営住宅など 

 桂台ニュータウン、ゆり

ヶ丘団地、四季の丘団地 
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② 都市的景観資源の概況 

 

■ 主要公共公益施設 

・主要公共公益施設として、市役所をはじめとして、中央病院や総合福祉センター、総合体育館、警察

署、郷土資料館、大月短期大学、都留高校、小中学校などがあり、その大部分が大月から鳥沢にかけ

ての市街地に集中しています。 

・福祉・保健・医療の総合活動拠点である総合福祉センターは、国道20号沿道に立地する地上６階建

ての建物であり、市街地の中の良好なランドマークとなっています。 

・各地区の集会所や小中学校は、市民の暮らしに最も身近な公共施設であり、周囲の街並みへの波及や

オープンスペースとしての活用も含めて各地区の景観形成の核としての活用が期待されます。 

・公園は、市民の憩いの場としてだけでなく、緑づくりやランドマークづくりの場としても景観的に重

要な役割を担うものであり、市内には岩殿山丸山公園、猿橋公園、桂川ウェルネスパークの３つの都

市公園が整備されていますが、市街地内における身近な公園整備に遅れが見られます。 

・岩殿山丸山公園は、岩殿山や城跡、ふれあいの館などとともに市のシンボルとして位置づけられ、景

観的にも象徴的なランドマークとなっています。 

・猿橋公園は、桂川に面して整備された公園であり、ゆったりとした空間や四季を感じさせる周囲の

木々は重要な景観資源です。 

・富浜地区の桂川ウェルネスパークは、「里山の自然を活か

し、健康増進に寄与し、成長する公園」をテーマに整備が

進められ平成23年３月に全体が開園した広域公園であり、

本市を見渡す丘の上に農家の納屋を模した農業体験施設や

雑木林や菜園、棚田などが整備され、里山の風景が演出さ

れています。 

 

■ 民間大規模施設・産業施設 

・民間大規模施設・産業施設として、NEC、ダイエー、笹

一酒造（酒遊館）、真木温泉、富士見苑、ももくら、志仁

也、JR大月変電所、駒橋発電所、八ツ沢発電所一号水路

橋などがあります。 

・真木の丘陵地に立地するNEC大月工場は、その立地条件

と個性的な外観によって、大月市の最も特徴的なランドマ

ークとなっています。 

・中央自動車道・JR中央本線の車窓から水圧鉄管が見える

駒橋発電所は明治40年の完成以来、現在も稼働する水力

発電所であり、下流にある八ツ沢発電所一号水路橋と併せて明治期以降の産業史を偲ばせる本市の原

風景となっています。 

・JR大月駅および猿橋駅を中心とする商店街は、本市の中心的な商業集積ですが、商業環境の変化や

商圏人口の減少などの要因からその機能を充分に発揮できない状況にあります。 

・大月カントリークラブや花咲カントリークラブは、美しい山々に縁取られたグリーンが広がる景観を

有しており、コース上から市街地や遠くの山々を望むことができます。 

 

桂川ウェルネスパーク 

市街地内の大規模店舗 
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■ 交通施設 

・JR中央本線、富士急行線、中央自動車道、国道20号、国道139号は、本市の骨格的な動線である

とともに来訪者が本市に出会う重要な景観軸です。 

・中央自動車道は、丘陵地の斜面上を通っているため、市街

地から見ると見上げる形になり、景観的に重要な要素の一

つとなっています。 

・市内にはたくさんの河川が流れていることから多くの橋梁

が存在していますが、橋梁の形やデザイン、色彩などは、

橋梁を通過する際だけでなく周囲からの眺望にも配慮する

必要があることから、景観的には非常に重要な位置づけに

あります。 

・谷深い丘陵地を流れる河川は渓谷を形成している箇所があ

り、橋梁の上から見た河川景観や遠景の眺望なども重要な景観要素となっています。 

・新橋の架橋に伴い旧橋梁が残されている箇所においては、これらの旧橋梁も重要な景観資源としての

活用が望まれます。 

・笹子トンネルをはじめとしたトンネルはデザイン的にも工夫を凝らしたものが多く、国道139号を

松姫峠に向かうトンネルにおいてもヤマユリや富士山などをモチーフとしたデザインが施されていま

す。 

・市内には６つのJR鉄道駅と２つの富士急行鉄道駅が存在し、市民の生活の場である上に来訪者が本

市に降り立つ場ともなることから、中央自動車道大月ICとともに戦略的な演出が望まれます。 

 

■ 特色ある街並み 

・JR大月駅を中心に、その周辺や国道20号沿いに本市の

中心市街地が形成されています。 

・JR大月駅前周辺では、大月駅を利用する人々に安全で

快適な空間を提供できる賑わいと魅力あるまちづくりを

実現するために住民主体による「大月駅南口賑わい街並

みづくり協議会」が組織され、大月駅前の個々の建築物

等が大月市の玄関口としてふさわしいものとなるよう景

観ルールづくりの検討を行い、「大月駅南口賑い街並み

づくり申し合わせ」を作成し、“賑わいのある街並みづく

り”に取り組んでいます。 

・JR大月駅北側では、工場跡地における用途地域の変更により商業地としての利活用が期待されてお

り、駅前市街地と一体となった賑わいづくりが進められることが望まれています。 

・市街地周辺の丘陵部には、ゆりヶ丘団地、桂台ニュータウ

ンなどの大規模な住宅団地による新市街地が形成されてお

り、それぞれが計画的な街路設計や建築協定等の締結によ

り良好な住宅地景観の形成に取り組んでいます。 

・大月・猿橋・賑岡などの地区の中心には市営住宅・県営住

宅が立地しており、４～５階建ての中層建物は地域のラン

ドマークとなっています。 

中央自動車道 

国道20号沿いに形成される中心市街地 

桂台ニュータウンの街並み 
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（４）心象的景観資源等の整理・把握                        

心象的景観資源の整理にあたり本市の景観特性を把握するため、大月市民歌をはじめとする歌に歌わ

れる風景を探るとともに、他計画策定時に行った市民意識調査から心象的景観資源を抽出します。 

また、市内で行われている地域の景観形成や環境美化に向けた市民活動・地域活動等について整理し

ます。 

 

①  歌われる景観資源 

 

・「大月市民歌」および「だいすき大月」に加えて、市内の小中学校校歌などに歌われた内容を確認す

ると、山・丘陵や川・水に関する景観資源、特に富士山・岩殿山・扇山・滝子山・笹子峠・桂川・葛

野川・笹子川などが多く歌われており、サクラ・アジサイ等の花や、雄大な星空を織り込んでいる歌

も見られます。 

・他に、名勝猿橋・岩殿城や岩殿山のさくら祭り・猿橋のあじさい祭りなどの景観や、伝統的産業であ

る機織
は た お

りの筬
おさ

の響きといった音景が歌われています。 

 

  表Ⅱ－９ 大月市民歌等 

大月市民歌 

  作詞：秋葉 望 

 

１ 桂桂川川水澄む岸べ 

  もり上がる息吹は新 

  ううちち交交すすおおささののひひびびききも 

高らかに 

  力 力 力の都 大月市 

  あゝとこしえに 栄あれ  

 

２ みどりわく笹笹子子のの嶺嶺よ 

  岩岩殿殿の手招くところ 

  虹のごと映えて文化を  

咲きかざす 

  光 光 光の都 大月市 

  あゝとこしえに 栄あれ  

 

３ 富富士士は呼ぶはるかな空へ 

  吹き通う風さえさやか 

  明けわたる明日へ若さの  

脈が打つ 

  希望 希望 希望の都 大月市 

  あゝとこしえに 栄あれ 

だいすき大月 

作詞：渡辺理恵子 

 

１ ううぐぐいいすすのの声声風にのり 岩岩殿殿山山にに桜桜咲咲くく 

  花花のの香香りりに誘われて 春の友達やってくる 

  緑緑ああふふれれるるこの町で 豊かな心育てよう 

  はばたいて さあ 大月市  

 

２ ああじじささいいのの花花咲咲ききみみだだれれ  猿猿橋橋のの町町かさの花 

  雨雨だだれれのの音音軽やかに 夏の友達やってくる 

  笑顔あふれるこの町で やさしい心育てよう 

  ときめいて さあ 大月市  

 

３ ここぼぼれれるるほほどどのの星星たちが  ああいいいいろろのの空空輝かせ 

  冷たい空気透明に 秋の友達やってくる 

  自然あふれるこの町で 素直な心育てよう 

  きらめいて さあ 大月市  

 

４ 舞舞いい落落ちちててくくるる雪雪のの精精  瀧瀧子子のの山山に降りつもる 

  ちいさなほっぺばら色に 冬の友達やってくる 

  光あふれるこの町で 夢見る心育てよう 

  かがやいて さあ 大月市 

 

 



 

 

１６ 

②  市民の景観意識 

 

・平成24年３月に行われた住民アンケート調査における市民の景観意識を見ると、「大月市を代表す

る景観」「次代に伝えたい景観」として、市街地を取り巻く山々や清流などの自然景観、名勝猿橋や

宿場町などの歴史的景観を挙げる声が多く見られます。 

・一方で、「改善が必要な景観」としては、商業地の賑わい不足や駅前などの魅力不足を指摘する声が

大勢を占めています。 

・また、良好な景観形成を図るためのルールの必要性については、広告やネオン、看板等の規制が必要

とする声が最も多く、次いで建物の色彩、建物の高さ、敷地内の緑のあり方の順で必要性が意識され

ており、一方で、敷地の規模や塀や垣根のあり方についてはあまり必要性を感じておらず、敷地規模

については規制が不要とする声が多くなっています。 

 

問．大月市が良好な景観の維持・形成していくためには、以下の事柄にルールを定めて、制限していく

必要があると思いますか。 

項 目 必要である 必要ない わからない 不 明 全 体 

敷地の規模 146 239 146 121 652 

建物の高さ 281 186 73 112 652 

建物の色彩 293 154 84 121 652 

塀や垣根のあり方 179 181 114 178 652 

敷地内の緑のあり方 230 187 95 140 652 

広告やネオン、看板等 336 126 79 111 652 

 

【「必要である」－「必要無い」】 

項 目 
必要である 

－必要無い 

敷地の規模 -93 

建物の高さ 95 

建物の色彩 139 

塀や垣根のあり方 -2 

敷地内の緑のあり方 43 

広告やネオン、看板等 210 

 

 

 

 

 

 

③ 景観形成に向けた市民活動 

 

・本市では、公園・広場・市道などを対象としたアダプト・プログラムが市内27カ所で導入されてお

り、市民ボランティアが主体となった清掃活動や美化活動が行われています。 

・また、小中学校・自治会・商店街組合などが主体となった地域清掃活動が行われています。 



 

 

１７ 

 

（５）景観構造から見た景観特性の把握                        

本市には、岩殿山や桂川に代表される自然的景観資源、かがり火市民祭りや大月さくら祭りに代表さ

れるイベント、名勝猿橋や数多くの社寺に代表される歴史的景観資源、公共公益施設や民間大規模施

設・産業施設、道路・橋梁からなる都市的景観資源など、多様な景観資源が存在しています。 

これらの景観資源を個別に捉えるのではなく、以下に示す景観構造要素別に分類・整理することによ

り、本市の景観特性を把握します。 

 

  表Ⅱ－10 景観構造の考え方 

 立ち止まってみる 動きながら見る 

点 １）めじるし（ランドマーク） 

周囲と際だった形態や異質な形態を

有しており、地域の象徴、めじるしと

なっている景観構造 

４）まじわり（ゲート・結節点） 

  大月市への出入り口、異なる性格の

地域との境界点や骨格が交わる結節点

などの、点的な景観構造 

線 ２）ふちどり 

 他の領域との境界を視覚的に意識さ

せ、景域を限定する景観構造 

５）みちすじ 

 道路などの連続してうつりかわり、

みえかくれする線的な景観構造 

面 ３）みはらし（視点場） 

 特定の地点から見渡せる、景観のま

とまりとしての景観構造 

６）まとまり 

 類似性やまとまりをもって広がる、

周囲と異質な特色のある面的な景観構

造 

 

・ランドマーク：地上の目印、目印や象徴になるもの 

・ゲート：門、出入り口のこと 

 



 

 

１８ 

①「めじるし」となる景観特性（ランドマーク）                  

本市におけるランドマークとしては、第一に富士山をはじめとした山々が考えられます。 

方角・距離などの条件から本市には富士山を観るための条件が揃っており、秀麗富嶽十二景をはじめ

市内随所から美しい富士山の姿を眺望することができ、小中学校の校歌にも多く登場するように視覚的

にも心象的にも本市を代表するランドマークの一つになっています。 

関東山地・丹沢山地の山々には独立峰的な山が多く、秀麗富嶽十二景に位置づけられた雁ヶ腹摺山や

扇山などの山々も市民生活に身近なランドマークとなっています。 

特に岩殿山は、市街地に近接する独立峰であることに加えて岩殿城・稚児落としなどの歴史的な存在

感やかがり火市民祭り・大月さくら祭りなどの行事などと関連づけられて、本市を特徴づける代表的な

ランドマークとなっています。 

名勝猿橋や星野家住宅などの建造物や、県の天然記念物に指定されている笹子峠の矢立のスギをはじ

めとした大樹も地域の中のランドマークとなっています。 

都市的景観要素からなるランドマークとしては、国道20号沿道に立地する市役所や総合福祉センタ

ー・中央病院・総合体育館、国道139号沿道の市民会館などの公共公益施設に加えて、鉄道駅舎や

NEC大月工場、笹一酒造、駒橋発電所などがあげられます。 

また、市域北部の深城ダム・葛野川ダムなども雄大なダム湖と併せて、独特の景観を構成するランド

マークとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ－２ 「めじるし」となる景観特性（ランドマーク）の位置 



 

 

１９ 

②「ふちどり」となる景観特性                     

本市の市街地は、関東山地・丹沢山地の山々に囲まれており、これらの市街地の背景となる山々の稜

線は、本市の特徴的な緑のふちどりを形成しています。 

小金沢山や牛奥ノ雁ヶ腹摺山を含む小金沢連嶺や大菩薩連嶺、南大菩薩連嶺は、市北西部をほぼ南北

にふちどっており、甲州市や小菅村との境界を成して甲府盆地の国中地方と郡内地方を区分する境界と

もなっています。 

市南部の清八山から本社ヶ丸
ほんじゃがまる

、高川山にかけて、九鬼山から高畑山、倉岳山にかけての稜線は、都留

市との明確な境界線を形成しています。 

扇山から百蔵山にかけての山麓、岩殿山あるいは滝子山の山麓に形成されている斜面緑地は、市街地

の美しい緑の背景となり、景観に潤いを与えています。 

桂川や笹子川、葛野川は、両側に広がる市街地や集落を分断する明確な縁取りとして位置づけられま

す。 

桂川の雄大な流れと渓谷が作り出す景観は、空間的な意味だけでなく本市のシンボルとして、市民の

抱く心象的な側面にも大きな影響を与えています。 

また、親水空間や桜並木などを持つ笹子川・葛野川・真木川などは、市民生活に密着した景観形成上

のふちどりとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ－３ 「ふちどり」となる景観特性の位置 



 

 

２０ 

③「みはらし」となる景観特性（視点場）                  

本市は山あいの地形を有しており、富士山との距離・方向に恵まれたことから、秀麗富嶽十二景に代

表されるように富士山を美しく眺める視点場に恵まれています。 

これらの山々は独立峰的なものが多く、一方向だけではなく多方向に広がるパノラマを満喫できるこ

とも特徴的です。 

また、これらの山々の山頂に至るまでの登山道はもとより市域全体が起伏に富んだ山あいの地形にあ

ることから、市内随所に視点場が存在しており、意識調査における富士見苑前や大月カントリークラブ、

神明神社、都留高校付近など、市民一人ひとりがお気に入りの視点場を持っているといっても過言では

ありません。 

さらに、市内に流れる河川には数多くの橋が架けられており、新竹の向橋や新六ツ原橋、下畑橋など

は山なみや集落景観を、名勝猿橋や塩瀬大橋などは遠景と桂川の渓谷美をともに楽しむ事ができる視点

場となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ－４ 「みはらし」となる景観特性（視点場）の位置 



 

 

２１ 

④「まじわり」となる景観特性（ゲート・結節点）                   

本市の鉄道利用におけるゲートは、JR中央本線の６駅（梁川・鳥沢・猿橋・大月・初狩・笹子）に

富士急行線の上大月駅を加えた７駅が相当していますが、主要なゲートは大月駅・猿橋駅となっていま

す。 

自動車利用におけるゲートは、笹子トンネル・松姫峠などの隣接都市との境界部であり、中央自動車

道においては大月ICが相当します。 

これらのゲートは、本市を訪れる人々が大月市の印象を形成するとともに、市民生活の上でも頻繁に

目にする場所であることから、景観形成上重要なポイントとなります。 

また、国道20号と国道139号、国道20号と鉄道各駅・各集落への連絡道路の主要交差部について

は、本市の景観形成上も重要な交通の結節点となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ－５ 「まじわり」となる景観特性（ゲート・結節点）の位置 



 

 

２２ 

⑤「みちすじ」となる景観特性                       

本市の景観におけるみちすじとしては、国道20号、中央自動車道、JR中央本線・富士急行線などで

形成される市域を横断する軸があげられます。 

これらは、沿線に市街地を形成する連続した骨格として大きな景観要素であるだけでなく、沿道の土

地利用や景観形成にも大きな影響を及ぼしており、近年薄れつつあるとはいえ、鳥沢・花咲・初狩・笹

子などの地区では旧宿場町の歴史を偲ばせるたたずまいが残されています。 

本市の道路・鉄道は、市民の通勤・通学や来訪者の移動手段として大きな機能を担っているほか、首

都圏と甲府方面あるいは富士五湖方面をつなぐ大動脈となっていることから通過交通も非常に多く、車

窓からの景観は本市のイメージ形成に多大な影響を及ぼしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ－６ 「みちすじ」となる景観特性の位置 



 

 

２３ 

⑥「まとまり」となる景観特性 

本市の景観におけるまとまりとしては、計画的に整備された住宅団地や商業地、歴史的な街並みなど

の特色ある地区や集落、また山間部における特徴的な樹林地などがあげられます。 

大月駅周辺には、国道20号やさつき通り沿道の商店街、市役所や大月短期大学などの公共施設が立

地しており、本市の中心市街地を形成しています。 

特に大月駅前の市街地では、平成24年８月に本市の顔となる新しい市街地景観が誕生しました。ま

た、大月駅北側においても、工場跡地の用途地域の変更にともない、駅前市街地と一体となった賑わい

づくりが期待されています。 

猿橋周辺では、桂川の河岸に整備された猿橋公園、郷土資料館、名勝猿橋を含めて地域のイメージが

演出されています。 

岩殿山周辺は、丸山公園、岩殿城跡、ふれあいの館などが整備され、岩殿山の威容とともに本市のシ

ンボル的空間となっています。 

大月・猿橋地区の市街地周辺の丘陵地には、計画的に整備されたゆりヶ丘団地や桂台ニュータウンな

どの住宅団地が形成されており、既成市街地とは異なる住宅地景観を見せています。 

特色ある樹林地としては、葛野川源流域の小金沢土室自然保存地区に広がるシオジの原生林や富浜地

区のカタクリの群生地があげられ、特に小金沢シオジの森は「山梨の森林100選」にも指定された美

しい森林景観となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ－７ 「まとまり」となる景観特性の位置 



 

 

２４ 

 

Ⅲ 景観形成における課題の整理 

 

これまでに整理してきた景観資源や景観特性に基づいて、本市の景観形成における課題を整理します。 

整理にあたっては、「まもる（保全）」「なおす（修復）」「つくる（創造）」「いかす（活用）」といった視

点から分析を行います。 

 

１．景観の保全に向けた課題                          

 

（１）山々の景観を保全する 

・本市の９割弱は山林で覆われており、緑豊かな自然環境で形づくられる景観は、市民意識の上でも重

要な本市の特徴的な景観であることから、ゴミの不法投棄や違法看板など良好な景観を阻害する行為

を防止し、現在の豊かな自然を次代に継承していく必要があります。 

・社会経済の動向に呼応する形でダムや住宅地の開発によって山林は失われてきましたが、近年は経済

の停滞に伴い開発行為も減少傾向にあります。 

・今後、適切に山林を保全していく観点から、自然保存地区等の指定による法的担保を検討する必要が

あります。 

・また、外国産木材との価格競争による産業としての林業の低迷や、林業就業者の高齢化・減少などに

伴い、適正な森林管理が行えなくなってから久しく、防災上・景観形成上の共有財産として社会全体

で森林を維持・保全するためのシステムの構築が求められています。 

 

（２）稜線の眺望を保全する 

・本市を取り巻く山々が織りなす稜線は、本市の心象風景としても重要なものであり、これを阻害する

要因を排除する必要があります。 

・このため、稜線の眺望を妨げる建築を防ぐための、市域全体における建築物の高度規制や斜線規制な

どについて検討し、民間産業活動と景観形成の調和を図る必要があります。 

・また、山林に立地する送電鉄塔や防災上不可欠な斜面擁壁などが自然景観を阻害する結果となってい

るケースも見られることから、これらの人工構造物を周囲の景観に配慮したものに改変していくこと

も検討する必要があります。 

 

（３）河川の景観を保全する 

・桂川・笹子川・葛野川など本市を流れる数多くの河川や沢は、本市の景観に潤いを与えるとともに、

沿川におけるサクラの開花やアユ・イワナなどの釣り場、ホタルやサンショウウオの生息地として、

自然と人がふれ合う重要な景観を保全・継承していく必要があります。 

・このため、ゴミの不法投棄や生活雑排水の流入などを防止するための意識向上や維持管理体制の強化、

汚水処理の徹底など、総合的な対応による環境保全が必要となっています。 

 

 

 

 

 



 

 

２５ 

（４）歴史的な景観を保全する 

・市内には名勝猿橋や星野家住宅をはじめとして碑・古墳・社寺など、数多くの歴史的資源が分布して

おり、旧街道の宿場町の面影を伝える街並みも残されています。これらは歴史を伝える貴重な資源で

あるとともに、市民の生活に密着したランドマークとして景観形成上重要な役割を担っていることか

ら、積極的な保全が必要となっています。 

 

（５）祭りや文化を保全する 

・本市にはかがり火市民祭りや大月さくら祭りなどの全市的なイベントから地区に根ざした小規模な祭

礼まで数多くのものが継承されており、コミュニティの賑わいを醸成するとともに独特の景観を形成

し心象的にも重要な資源であることから、その継承を図っていく必要があります。 

・また、玉石積みの石垣や山間部における独特の家屋形態、農作業の風景、機織
は た お

りの筬
おさ

の響きなど本

市の伝統的な景観・音景については、保存にむけた市民の自発的な取り組みに加えて支援策の検討が

必要です。 

 

（６）田園の景観を保全する 

・山あいの地形にあることから、本市の農地面積は市域全体の５％程度に過ぎず、また、農業就業者の

高齢化・減少などにより農地の減少傾向が見られますが、集落地を中心に見られる田園景観は本市の

伝統的な景観であることから適切に保全していく必要があります。 

・本市の農業は小規模経営の自家消費型農家が主流となっていることから、田園景観を保全するために、

耕作放棄地や農地転用の増化に備えて農地が適切に利用される環境を形成していく必要があります。 

 

（７）住宅地の景観を保全する 

・市内には計画的に整備された住宅団地が存在しており、公共による基盤整備に加えて開発事業者の自

発的な景観形成への取り組みから、道路緑化やコミュニティ道路の整備など優れた住宅地景観が形成

されています。 

・これらの良好な景観を将来にわたり維持・保全していく観点から、地区計画、建築協定、緑地協定な

どの制度を活用して地域住民による自主的な維持・管理を促進する必要があります。 

 



 

 

２６ 

２．景観の修復に向けた課題                          

 

（１）国道20号沿道の景観を修復する 

・国道20号は、その沿道に本市の市街地の大部分を包含して中心商業地や旧宿場町などの特色ある地

区がまとまって形成されていることから、本市の景観形成上、最も重要な景観骨格として位置づけら

れますが、生活交通と通過交通が混在して慢性的な渋滞を引き起こし、沿道への騒音・排気ガスなど

による環境悪化が深刻化するとともに、中心市街地が分断され、商業地としての賑わいや良好な沿道

景観の形成が十分に行われてこなかった経緯があります。 

・国道20号大月バイパス1工区の完成に伴い駒橋から大月橋東詰までの区間が供用され、今後の大月

ICまでの延伸により国道20号の交通量は大幅に減少することが想定されることから、沿道の賑わい

形成とともに魅力的な景観形成が望まれます。 

 

（２）旧街道・宿場町の歴史的雰囲気を修復する 

・国道20号沿道の鳥沢・花咲・初狩地区は、旧街道の宿場町の歴史的雰囲気を残す地区ですが、近年

は建て替えの進展や新たな商業施設の立地などによりその面影は失われつつあります。 

・特に鳥沢地区には出桁造りの建築物が数多く残されており、宿場町の面影が残されていることから、

本市の歴史的財産である旧甲州街道の街並みを都市景観の中に継承していくことが望まれており、歴

史的な街並みの保存・再生を図るために、地区計画や建築協定などの規制・誘導手法を含めた景観規

制・誘導策を検討する必要があります。 

・また、笹子峠などの市内各所に残される旧甲州街道の道筋を復元するなどにより、観光施策と連携し

た積極的な景観形成も望まれています。 

 

（３）擁壁
ようへき

・護岸の景観を修復する 

・本市の地形的な特徴として丘陵が市街地のすぐ近くにまで迫っており、防災上の必然性から斜面に擁

壁が設けられる場合が多く見られます。 

・擁壁は背景となる緑に対してコンクリートの地肌を見せるものが多く、景観的な統一感・連続性を阻

害していることから、緑化などの誘導により良好な景観を形成することが望まれます。 

・河川護岸についても同様に自然景観を阻害しないよう、自然素材の活用や緑化による修景を施すこと

で、周辺と調和した景観を形成することが望まれます。 

 

（４）公共建築物の景観を修復する 

・公共公益施設には比較的大規模な施設が多く、地域のランドマークになるとともに不特定多数の人々

が利用することから、景観に与える影響が大きいといえます。 

・公共公益建築物の中には、老朽化が進み景観形成の観点から良好とはいえない施設も存在しています。 

・これら公共公益施設は、良好な民間施設整備を誘導するための先導的役割を果たすことも期待される

ことから、施設の改良や修景美化を推進し、魅力ある都市景観の形成を図っていく必要があります。 

 

 

 

 



 

 

２７ 

（５）生活道路や身近な公園・集会所などの景観を修復する 

・市街地や集落内にある生活道路には旧街道の面影を残す路線もあり、玉石積みの石垣や道路脇の小水

路、庭木の植栽などによって地区それぞれの個性的な表情を持っていますが、これらの表情は部分的

な修景に留まっており、連続した街並みを形成するには至っていません。 

・また、社寺の境内などに位置する小公園や集会所は、地区住民のコミュニティ形成の場として愛され

るとともに地区景観の潤いのスポットとして機能するものですが、景観的な整備水準は高いとはいえ

ず、中には維持・管理が行われず荒廃しているものも存在します。 

・これらの市民生活に身近な景観の形成は、公共主導の整備により完遂
かんすい

するものではなく地区住民の

日常的な維持・管理によって良好な状態が保たれる性格のものであることから、適切な施設整備に併

せて住民主導の維持・管理を促進していく必要があります。 

 



 

 

２８ 

３．景観の創造に向けた課題                          

 

（１）ゲート空間の景観を創造する 

・自動車を利用して本市を訪れる人にとって中央自動車道大月IC、国道20号、国道139号の市境部分

は、本市の出入り口であり、ゲート空間として機能する部分です。 

・中央自動車道大月インターチェンジは、国道20号とのT字交差により交通動線が処理されており、

高速道路からの動線の正面に大月市への来訪を歓迎するサインが設置されていますが、変則的な交差

点処理の関係でインター出口を大月駅方面に左折する車からは確認しにくい状況になっていることか

ら、地域の観光案内の整備などと併せたゲート性の演出が求められます。 

・国道20号の西端には笹子トンネルが、国道139号の北端には松姫峠に位置し、それぞれシンボリッ

クな景観演出がなされていますが、国道20号の東側および国道139号の南側は、公共サイン計画に

よる案内表示が設置されているものの空間的な演出は必ずしも十分ではないことから、本市を印象づ

けるための空間的な仕掛けづくりが求められます。 

・国道20号と鉄道駅や各集落につながる道路の交差部については、地区を印象づける景観づくりが望

まれます。 

・各鉄道駅においては、日常的に鉄道を利用する市民に郷土の景観を印象づけるとともに本市を訪れる

人を持てなす観点から、地域の歴史や風土に根ざした景観演出を図ることが求められます。 

 

（２）中心市街地の魅力を創造する 

・大月地区の国道20号沿道、さつき通りには商店街が形成されており、本市の中心的な商業地となっ

ていますが、商業環境の変化などの要因からその魅力を十分に発揮できない状況にあります。 

・大月駅を含めたこれらの市街地は、本市の中心的な市街地であるとともに来訪者が大月の印象を形成

するゲートとなる地区であることから、今後期待されている大月駅北側の再開発や国道20号バイパ

スの供用に伴う自動車交通量の減少を活用しながら、店舗外観の整備やサインの統一、電線類の処理

などにより、魅力的な都市景観の形成を図る必要があります。 

 

（３）河川空間の魅力を創造する 

・本市の河川には桂川沿いの猿橋公園をはじめとして、笹子川や葛野川の一部に親水空間が整備されて

いるものの、全体的にみれば人が水辺と親しむための環境整備が不十分であることから、多自然川づ

くりの推進により河川環境・景観の向上を図るとともに、人と川との接点となる親水空間の拡充に努

める必要があります。 

・河川に架かる橋梁は、河川景観を彩る重要な景観要素であるとともに、河川景観を眺める眺望点とし

ても位置づけられることから、適切な展望スペースの設置などを検討する必要があります。 

・中央自動車道の橋桁やJR中央本線の鉄橋も含めて市内の橋梁には赤や緑の色彩が多用されており、

背景となる山並みの緑や水面の青との対比で際立って見えるものもあることから、新規整備はもとよ

り維持・修繕時にも橋梁の色彩やデザインは河川や周囲の景観とのバランスに配慮する必要がありま

す。 



 

 

２９ 

（４）バイパス沿道の景観を創造する 

・国道20号大月バイパスは、国道20号の渋滞緩和や中心市街地への通過交通の流入排除を目的とし

て駒橋交差点から中央自動車道大月インターチェンジまでの区間での整備が計画され、2006年に

は市道大月本通り線から国道139号までの区間、2007年には市道大月本通り線から駒橋交差点ま

での区間がそれぞれ供用されており、国道139号から中央自動車道大月インターチェンジまでの区

間の整備が待たれています。 

・一般的にバイパス道路の主要機能は通過する自動車交通の処理であることから、画一的な沿道デザイ

ンになりがちですが、法面やトンネル出入り口などの修景などにより、本市を通過する人々に対して

大月市の良好な印象を抱かせるような景観形成に取り組む必要があります。 

 



 

 

３０ 

４．景観の活用に向けた課題                           

 

（１）良好な眺望を活用する 

・美しい山々の眺望景観は、本市のもっとも貴重な景観資源の１つであり、中でも秀麗富嶽十二景に代

表される山々の頂上からの眺望が美しいとされています。それぞれの山頂には鉄道駅からのハイキン

グコースが設定されるなど誘導の仕組みはとられていますが、中には登山道を辿る必要があるなど初

心者が気軽に山頂まで行けないところもあります。 

・山頂部以外にも、国道139号や丘陵部の住宅地などにすばらしい眺望点は存在しますが、適切な展

望スペースや眺望のすばらしさをアピールする仕掛けなどが不足しており、貴重な景観資源を生かす

ための環境整備が必要となっています。 

・これらの優れた眺望を十分に活用するために、観光客などへの情報提供の充実、眺望点までのアクセ

スの改善、適切な展望スペースの確保などを進める必要があります。 

 

（２）公園の景観を活用する 

・本市には岩殿山丸山公園、猿橋公園、桂川ウェルネスパークの３つの都市計画公園が整備されており、

市営グランド周辺にもスポーツ施設の集積がみられます。 

・これらの空間は市民の憩いの場として、あるいは景観的には緑豊かな潤いを提供する一団の景観を形

成する場として重要であることから、周辺の美化や植栽整備などを含めて適切な維持・管理を行う必

要があります。 

・また、これらの公園施設の情報提供やイベントなどの仕掛けの充実を通じて、市民や来訪者による積

極的な利用を促進する必要があります。 

 

（３）季節感や時間の流れを活用する 

・本市には豊かな自然が残されており、春には桜や新緑、夏には川のせせらぎ、秋には紅葉や虫の音、

冬には冠雪といった季節折々の魅力的な景観要素が数多く存在しています。さくら祭りにみられるよ

うに一部はイベントなどに活用されていますが、大月市らしい景観を形成する観点からは一層の活用

が求められます。 

・本市をとりまく山々はもとより市民生活に身近な市街地周辺部においても、カタクリやスミレなどの

野草が生息していることから、これらを活用した季節感の演出などが求められています。 

・本市の景観は、山や川などの自然的景観資源が大きな割合を占めることから、朝から夕方にかけての

明るい時間帯を前提としたものとなっています。夜間の印象的な景観としては、「かがり火市民祭

り」や「高速道路に連なるヘッドライト・テールランプの列」などに限られることから、都市的景観

を中心としてライトアップや店舗外観の演出、こぼれ落ちるような星空を活用するなど、夜間の景観

形成への取り組みも求められます。 

 

（４）市民・事業者の力を活用する 

・景観形成にあたっては、法指定による自然環境の保護や道路・橋梁・公共公益施設の整備など行政の

果たす役割は大きいといえますが、様々な景観要素が相互に影響して良好な景観が形成されることか

ら、市民・事業者などの発意や協力に基づく取り組みが必要となります。 

 

 



 

 

３１ 

Ⅳ 景観計画                 

 

１．景観の将来像                               

 

大月市第６次総合計画では、「信頼と協働のまちづくり」を基本理念として、市の将来像を「郷土に愛

着と誇りを持ち、豊かな自然の恵みを生かし、一人ひとりにやさしく、安全で安心して、健康で住み続け

ることのできる活力のあるまち」と定めています。 

また、この将来像を実現するために、「信頼と協働でささえあうまち」「大月市の良さを生かすまち」

「豊かさを実感できるまち」「安心・安全を実感できるまち」「住みやすく人が住み着くまち」という５つ

の基本目標が目指すべきまちの姿として定められています。 

本計画においては、大月市第６次総合計画における目指すべきまちの姿、「大月市の良さを生かすま

ち」を受けるとともに、大月市景観計画策定委員会における議論を踏まえて、市民が地域の自然や伝統の

価値を再認識して今後の景観形成に取り組むための指針として、景観形成の将来像を以下のとおり設定し

ます。 

 

 

 

 

 

 

市域にひろがる緑豊かな山々や、桂川、笹子川、葛野川といった清らかに流れる河川

は、景観に潤いをもたらし、旧甲州街道の宿場町としての歴史とともに培われてきた街並

みは、伝統ある景観を今に伝えています。 

このように、多くの市民、来訪者に安らぎと憩いをもたらす大月市固有の景観を再発見

し、市民との協働のもと、将来にわたり、このすばらしい景観を守り、活かし、創るため

の方策を再構築することにより、郷土に愛着と誇りを感じることのできる景観づくりを目

指すこととします。 

 

 

 

大月の魅力の再発見・再構築 

～郷土に愛着と誇りを感じられる景観づくり～ 



 

 

３２ 

２．景観形成の基本目標                           

 

景観の将来像を実現するため、４つの方向（「まもる(保全)」「なおす(修復)」「つくる(創造)」「いかす

(活用)」）から、基本目標を示します。 

 

 

 

 

市街地をとりまく山々の眺望、桂川や笹子川、葛野川

などの河川は、市民の身近に感じられる景観として、四

季折々に自然の恵みの豊かさを印象づけています。 

また、日本三奇橋の一つとされる名勝猿橋や岩殿城跡

などの歴史的建造物は、本市の歴史と文化を背景とした

特徴的な景観を形づくっています。 

特に名勝猿橋を中心とした猿橋周辺地区には、名勝猿

橋のほか八ツ沢発電所一号水路橋などの歴史的建造物、

市立郷土資料館が立地するなど、本市の歴史・文化を代

表する地区となっています。 

こうした自然や歴史・文化を現在に伝える景観資源については、その価値を再発見・再構築し、守る

べき歴史資産を共有するとともに、郷土に根ざした愛着ある景観として次代へと引き継いでいくことと

します。 

 

 

 

 

 

かつての旧甲州街道の宿場町も市民の生活様式、価値観

の変化に伴い、景観を構成する要素としての建築物は形状

や色彩、素材の多様化が進み、本市固有の街並みも徐々に

その姿を変えようとしています。 

自然を大切にする価値観や歴史文化を重んじる価値観、

現代的なデザインを指向する価値観など、多様な価値観を

尊重しつつも周辺の景観や街並みとの調和に対する「気配

り」を持ち、これらを著しく損ねている要因を取り除くと

ともに、現代に伝えられた歴史的な街並みと生活様式の

調和を図りながら次代に伝えていく観点から、より良い

景観へと修復・改善を進めていくこととします。

豊かな自然の恵みと調和し、 

継承された歴史・文化を伝える景観づくり 

基本目標① 

まもる 

（保全） 

地域の落ち着きや心地よさを感じる景観づくり 
基本目標② 

なおす 

（修復） 

鳥沢宿の街並み 

岩殿山丸山公園 



 

 

３３ 

 

 

 

本市は、旧甲州街道の宿場町としての発展を経て、交通の利便性を活かした産業都市、住宅都市と

して時代とともに変化しており、農地や住宅地、商業地、工業地などの多様な土地利用とそこに立地

する建築物が相まって個性のある景観がつくられています。 

景観の将来像を実現するには、長期にわたり景観形成に係る持続的な取り組みが不可欠なことから、

本市固有の風景を守り、活かしながら、商業地のにぎわいや住宅地の落ち着きなど、それぞれの地域

が持つ景観の特性を大切にし、新たな魅力を感じさせる街並みを創造していくこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市固有の景観は、先人達が長い年月をかけてつくりあげてきたものであり、その景観が訪れる人

に感動を与えるとともに、大月に暮らす私たちの地域に対する誇りを醸成しているといえます。 

良好な眺望点の整備・ＰＲに加えて、季節・時のうつ

りかわりの活用など、本市を訪れる人々に対して、貴重

な資源である景観を分かりやすく、余すところ無く伝え

る工夫を重ねることにより、地域間交流を育むこととし

ます。 

また、暮らしの営みの一つ一つが景観を創り、その景

観が次代の市民に引き継がれていくことを自覚し、「市

民」「事業者」「行政」が役割を分担して、連携と協働に

より互いの信頼関係のもとで息の長い取り組みを進めて、

本市にふさわしい愛着のもてる景観を育んでいくこととし

ます。 

 

住む人・訪れる人を楽しませる景観づくり 

資源と人を活かして取り組む景観づくり 

基本目標③ 

つくる 

（創造） 

基本目標④ 

いかす 

（活用） 

アダプト・プログラム事業 

大月駅周辺 
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３．景観計画区域と地区設定                               

 

景観計画区域は、景観形成を誘導するための景観形成基準を設ける際の範囲、すなわち景観計画の及ぶ

範囲を規定するものです。 

本市の景観は、自然景観や歴史的文化景観、さらには眺望景観に優れていることに特徴があり、これら

は一体的な眺めとして本市の景観を構成し、近傍の建築物やその周囲の農地、背景となる山並みが重なり

合うことで成り立っています。 

このため、市域全域を「景観計画区域」とし、本市の特徴ある景観形成を図っていくために市全域を

対象として景観要素の保全・修復・創造・活用に総合的に取り組むこととします。 

 

景観形成に向けて、建築物・工作物の整備等に対する基準を設ける際に全市域を１つの基準で扱うので

はなく、自然環境や人の活動の状況に合わせた適切な景観形成基準を設定する必要があることから、建築

物や土地利用、植生などを背景とした景観の同質性から面的にまとまりのある範囲を地区として区分し、

一定の方針やテーマのもとで景観づくりを進めます。 

このため、景観形成区域全域を「国道20号沿道を中心とした市街地ゾーン」と「山林・集落地などを

中心とした中山間ゾーン」に区分し、更に中山間ゾーンを「森林地区」「里山地区」に細区分することに

より景観形成の誘導を図るための地区設定を行います。 

 

ゾーン 地区 

森林地区 
中山間ゾーン 

里山地区 

市街地ゾーン 一般市街地地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅳ－１ 景観計画区域・景観形成地区図 

① 森林地区 

森林地区は、市域の約９割を占める山林からなる地区で、緑豊かな山々や渓谷美を目的とした多くの

ハイカーが訪れる観光地ともなっており、多目的ダムの開発によって誕生したシオジの森ふかしろ湖に

見られる開かれた水辺の景観や秀麗富嶽十ニ景に代表される視点場など、数多くの自然的景観資源が存

在する地区です。 

② 里山地区 

里山地区は、山あいの農地や集落地により構成される地区で、自然と人の営みが調和した田園景観が

広がる地区です。 

③ 一般市街地地区 

一般市街地地区は、甲州街道沿いに広がる市街地で、鉄道や道路網が充実し、桂台ニュータウンなど

の新たに整備された住宅団地が存在している地区です。 
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４．重点景観形成地区                                

 

一般市街地地区のうち、本市の特徴ある景観形成を進めるにあたり、地区固有の特性を生かして住民自

らが積極的に取り組もうとしている地区を対象に、住民等の合意形成に基づきより重点的に景観形成に取

り組む地区を『重点景観形成地区』として位置づけます。 

重点景観形成地区では、地区にふさわしい独自の基準を設定する事が望ましい一方で住民・地権者等の

私権を著しく規制することも想定されることから、今後の地域住民・地権者等の参加によって重点景観形

成地区の範囲や届出対象とする行為、景観形成基準について協議・検討を行うこととし、その候補地を以

下のように設定します。 

① 大月駅周辺地区 

大月駅周辺地区は、本市の中心市街地として都市機能が集積するとともに、主要な交通の結節点であ

ることから来訪者を持てなすゲートとなることから、本市の活力をテーマとした景観形成が望まれる地

区です。 

② 猿橋周辺地区 

猿橋周辺地区は、名勝猿橋をはじめとした歴史・文化的な資源が立地し、多くの観光客が訪れること

から、本市の観光施策と密接に連携を図りながら景観形成が望まれる地区です。 

③ 鳥沢宿地区 

鳥沢宿地区は、市内に存在した旧甲州街道の12宿の中でも出桁造りの建築群が市内でも特に良好に

残されていることから、本市の歴史をテーマとした景観形成が望まれる地区です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅳ－２ 景観計画区域・重点景観形成地区候補地図 
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５．景観形成の方針                                

 

景観の将来像や基本目標の実現に向けて、景観形成の基本的な方向を示すことを目的に、地区区分ごと

に景観形成の方針を示すこととします。 

 

（１）中山間ゾーンの景観形成の方針 

 

①  森林地区 

 

森林地区における景観形成の方針を以下に示します。 

 

区分 景観形成の方針 
方針の

対象 

＜森林景観の保全＞ 

・市域にひろがる緑豊かな山々では、土砂の採取や地形改変、植物の伐採の抑止に

努めるとともに、地域森林計画等に基づく森林施業、ゴミの不法投棄や違法看板

の設置禁止等を通じて、希少な動植物等の生態系を含めた自然の豊かさを感じさ

せてくれる森林景観として保全に努める。 

山  々

＜稜線の眺望の保全＞ 

・山々の連なりが織りなす稜線について、市街地からの眺望を保全する観点から、

建築物・工作物の整備にあたっては、スカイラインを阻害しないように誘導に努

める。 

稜線 

＜水辺の保全＞ 

・真木川や葛野川などの河川については、その周辺部も含めて環境を維持すること

によって渓谷美の保全に努める。 

河川 

＜歴史的な景観の保全＞ 

・岩殿山を始めとした歴史的資源については、その周辺部とともに歴史的な景観と

して保全に努める。 

歴史 

資源 

保
全
方
針 

＜巨樹・名木の保全＞ 

・笹子峠の矢立の杉を始めとした巨樹・名木は、本市の魅力を高める重要な資源と

して保全に努める。 

樹木 

＜稜線の眺望の修復＞ 

・稜線の景観を阻害する送電鉄塔などについては、施設の修繕などにあわせて適切

な色使いに改めること等により、周辺の景観との調和を誘導する。 

稜線 

修
復
方
針 

＜旧甲州街道の道筋や道標等の修復＞ 

・笹子峠などに残されている旧甲州街道の道筋や道標等を修復することにより、歴

史的な景観の再生を図るとともに観光資源として活用する。 

歴史 

資源 
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区分 景観形成の方針 
方針の

対象 

＜大月市のゲート空間の景観の創造＞ 

・隣接市との境界部においては、本市の入口としての景観演出を行い、ゲート空間

として魅力的な景観の創出を図る。 

道路 

創
造
方
針 

＜水辺の景観の創造＞ 

・多目的ダムの整備によって誕生したシオジの森ふかしろ湖については、市民の憩

いの場となるとともに観光資源としての活用を図る観点から、魅力的な水辺の景

観の創出に努める。 

湖 

＜良好な眺望の活用＞ 

・秀麗富嶽十二景に代表される良好な眺望が望める視点場については、人が滞留し

て景観を楽しめる環境づくりを図る。 

眺望点 

活
用
方
針 ＜良好な景観を活用するための仕掛け作り＞ 

・良好な景観を有する公園や視点場については、人々の来訪を促す観点から、ウォ

ーキングコースの整備やイベント等の仕掛けづくりを行う。 

公園・ 

眺望点 

 

② 里山地区 

 

里山地区における景観形成の方針を以下に示します。 

 

区分 景観形成の方針 
方針の

対象 

＜のどかな田園景観の保全＞ 

・集落地にみられるのどかな田園景観は、本市の伝統的な景観であることから、農

業経営基盤の強化や農地の積極的な利活用により保全に努める。 

農地 

＜河川の景観の保全＞ 

・葛野川や真木川などの河川については、生活排水等の処理により水質の向上を図

るとともに、市民の清掃活動などによる河川敷の適切な維持管理等を通じて、良

好な河川景観の保全に努める。 

河川 

＜歴史的な景観の保全＞ 

・点在する社寺や石碑などの歴史的資源については、その周辺部とともに歴史的な

景観として保全に努める。 

歴史 

資源 

＜地区のシンボルとなっている巨樹・名木の保全＞ 

・寛城のカエデや小和田のサクラなど地区のシンボルとして親しまれている巨樹・

名木は、本市の魅力を高める重要な資源として保全に努める。 

樹木 

保
全
方
針 

＜地区の伝統的な景観の保全＞ 

・地区に伝わる祭礼やイベント等を継承して、ふるさとの景観を保全する。 

伝統・ 

文化 



 

 

３８ 

 

区分 景観形成の方針 
方針の

対象 

＜身近な生活環境における景観の修復＞ 

・市民生活に身近な生活道路や集落地内の公園・集会所などの施設を中心とした集

落地景観の向上を図る。 

集落地 

修
復
方
針 

＜法面・河岸の景観の修復＞ 

・斜面の擁壁や河川護岸に見られる周囲の景観から浮き上がったコンクリートむき

出しの景観については、周辺景観と調和するよう修復に努める。 

法面・ 

河岸 

創
造
方
針 

＜河川空間における人と自然がふれ合う場所の創造＞ 

・真木川や葛野川などの河川については、人と自然がふれあう機会を創出するため

に魅力的な空間整備に努める。 

河川 

＜良好な眺望の活用＞ 

・本市の市街地や富士山を一望できるような良好な眺望を有する視点場について

は、人が滞留して景観を楽しめる環境づくりを図る。 

眺望点 

活
用
方
針 ＜良好な景観を活用するための仕掛け作り＞ 

・良好な景観や眺望については、人々の来訪を促す観点からウォーキングコースの

整備やイベント等の仕掛けづくりを行う。 

公園・ 

眺望点 

 

 

（２）市街地ゾーンの景観形成の方針 

 

① 一般市街地地区 

 

一般市街地地区における景観形成の方針を以下に示します。 

 

区分 景観形成の方針 
方針の

対象 

＜河川の景観の保全＞ 

・桂川や笹子川などの河川については、生活排水等の処理により水質の向上を図る

とともに、市民の清掃活動などによる河川敷の適切な維持管理等を通じて、良好

な河川景観の保全に努める。 

河川 

＜歴史的な景観の保全＞ 

・点在する社寺や石碑などについて、その周辺部も含めて歴史的な景観として保全

に努める。 

歴史 

資源 

＜住宅地の良好な景観の保全＞ 

・桂台ニュータウンやゆりヶ丘団地などの良好な住宅団地については、既存の建築

協定等の活用により良好な景観の保全を促す。 

住宅地 

保
全
方
針 

＜地区の伝統的な景観の保全＞ 

・福地八幡祭りやさくら祭りなどの地区に伝わる祭礼やイベント等を継承して、ふ

るさとの景観を保全する。 

伝統・ 

文化 
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区分 景観形成の方針 
方針の

対象 

＜身近な生活環境における景観の修復＞ 

・市民生活に身近な生活道路や市街地内の公園・集会所などの施設を中心とした市

街地景観の向上を図る。 

市街地 

＜法面・河岸の景観の修復＞ 

・斜面の擁壁や河川護岸に見られる周囲の景観から浮き上がったコンクリートむき

出しの景観については、周辺景観と調和するよう修復を図る。 

法面・ 

河岸 

修
復
方
針 

＜大規模公共施設を中心とした景観の修復＞ 

・大規模な公共建築物を中心に、周辺の市街地景観を先導する景観拠点となるよう

に修景に努める。 

大規模

公共施

設 

＜鉄道駅前におけるゲート空間の創造＞ 

・各鉄道駅前では、本市の入口としての景観演出を行い、魅力的なゲート空間の創

出を図る。 

鉄道駅 

＜桂川および笹子川における人と自然がふれ合う場所の創造＞ 

・桂川および笹子川については、人と自然がふれあう機会を創出するために魅力的

な空間整備に努める。 

河川 
創
造
方
針 

＜国道20号バイパス沿道部における景観形成＞ 

・国道20号バイパスの沿道において、本市をシンボリックに表現する景観の創出に

努める。 

道路 

＜良好な眺望の活用＞ 

・都留高校近辺や桂台ニュータウン、大月橋周辺など良好な眺望が望める視点場に

ついては、人が滞留して景観を楽しめる環境づくりを図る。 

眺望点 

活
用
方
針 ＜良好な景観を活用するための仕掛け作り＞ 

・良好な景観を有する公園や視点場については、人々の来訪を促す観点からウォー

キングコースの整備やイベント等の仕掛けづくりを行う。 

公園・ 

眺望点 

 



 

 

４０ 

 

1） 大月駅周辺地区（重点景観形成地区候補地） 

 

大月駅周辺地区は、大月駅を中心に商業地が広がる中心市街地で、本市の賑わいの中心として重点的

に景観誘導を図っていくべき地区です。 

この様な地区の特性を踏まえた景観形成の方針を以下に示します。 

 

区分 景観形成の方針 
方針の

対象 

保
全
方
針 

＜地域の伝統的な景観の保全＞ 

・かがり火市民祭りなど地域に伝わる祭礼やイベント等を継承して、ふるさとの景

観を保全する。 

 

伝統・ 

文化 

＜身近な生活環境における景観の修復＞ 

・市民生活に身近な生活道路などを中心とした市街地景観の向上を図る。 

 

市街地 

＜中心市街地としての賑わいの再生＞ 

・大月駅を中心に広がる商業地については、市民や来訪者が集い・交流する本市の

中心市街地として賑わいの再生を図る。 

 

中心市

街地 

修
復
方
針 

＜大規模公共施設を中心とした景観の修復＞ 

・大規模な公共建築物を中心に、周辺の市街地景観を先導する景観拠点となるよう

に修景に努める。 

大規模

公共施

設 

＜大月駅前におけるゲート空間の創造＞ 

・大月駅前では、本市の入口としての景観演出を行い、魅力的なゲート空間の創出

を図る。 

 

鉄道駅 

創
造
方
針 

＜中心商業地における魅力的な景観の創造＞ 

・大月駅前を中心とした市街地において、本市の中心的な商業地としての魅力的な

景観の創出を図る。 

 

中心市

街地 

活
用
方
針 

＜季節・夜間の景観の活用＞ 

・中心市街地において、草花による四季の演出や夜間における景観形成を通じて、

景観の変化を楽しめる環境の形成を図る。 

 

中心市

街地 
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2） 猿橋周辺地区（重点景観形成地区候補地） 

 

猿橋周辺地区は、名勝猿橋や八ツ沢発電所一号水路橋などの歴史的な観光資源を中心とした地区で、

数多くの観光客をもてなすために、重点的に景観誘導を図っていくべき地区です。 

この様な地区の特性を踏まえた景観形成の方針を以下に示します。 

 

区分 景観形成の方針 
方針の

対象 

＜河川の景観の保全＞ 

・桂川については、生活排水等の処理により水質の向上を図るとともに、市民の清

掃活動などによる河川敷の適切な維持管理等を通じて、良好な河川景観の保全に

努める。 

河川 

＜歴史的景観の保全＞ 

・名勝に指定されている猿橋および周囲が有する風致景観の本質的価値の保全に努

める。 

歴史 

資源 

保
全
方
針 

＜地区の伝統的な景観の保全＞ 

・山王宮祭りやあじさい祭りなど地区に伝わる祭礼やイベント等を継承して、ふる

さとの景観を保全する。 

伝統・ 

文化 

＜身近な生活環境における景観の修復＞ 

・市民生活に身近な生活道路や郷土資料館などを中心とした市街地景観の向上を図

る。 

市街地 

＜宿場町の景観の修復＞ 

・名勝猿橋と一体となった猿橋宿の面影を残した景観の修復に努める。 
宿場町 

修
復
方
針 

＜大規模公共施設を中心とした景観の修復＞ 

・大規模な公共建築物を中心に、周辺の市街地景観を先導する景観拠点となるよう

に修景に努める。 

大規模

公共施

設 

創
造
方
針 

＜桂川における人と自然がふれ合う場所の創造＞ 

・桂川については、人と自然がふれあう機会を創出するために、魅力的な空間整備

に努める。 

河川 

＜良好な眺望の活用＞ 

・名勝猿橋や猿橋公園の周辺など良好な眺望が望める視点場については、人が滞留

して景観を楽しめる環境づくりを図る。 

眺望点 

活
用
方
針 ＜良好な景観を活用するための仕掛け作り＞ 

・良好な景観を有する猿橋公園や桂川沿いの視点場については、人々の来訪を促す

観点から、イベント等の仕掛けづくりを行う。 

公園・ 

眺望点 
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3） 鳥沢宿地区（重点景観形成地区候補地） 

 

鳥沢宿地区は、市内に点在する旧甲州街道の宿場町の中でも、出桁造りの建築物の連なり等により、

特に旧宿場町の面影が残されていることから、本市の歴史を今日に伝える地区として、重点的な景観保

全・活用などを図っていくべき地区です。 

この様な地区の特性を踏まえた景観形成の方針を以下に示します。 

 

区分 景観形成の方針 
方針の

対象 

保
全
方
針 

＜歴史的な景観の保全＞ 

・出桁造りの建築が並ぶ宿場町の面影を伝える歴史的な街並みの保全に努める。 
歴史 

資源 

修
復
方
針 

＜宿場町の景観の修復＞ 

・市民や地権者の協議により建築物や構造物の色彩・形態等に関するルールづくり

を通じて、宿場町の面影を残した景観の修復を促す。 

宿場町 

活
用
方
針 

＜良好な景観を活用するための仕掛けづくり＞ 

・人々の来訪を促す観点から、良好な景観を有する旧宿場町の街並みを活かしたイ

ベント等の仕掛け作りを行う。 

・観光施策等と連携して出桁造りの建築物を活用した休憩施設等の整備を図り、来

訪者が滞留して旧宿場町の景観を楽しむことのできる環境の整備に努める。 

眺望点 
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６．景観形成基準                                

各地区の景観形成の方針に基づき、これを実現化するために景観形成基準を以下のとおり定め、各地区にお

ける建築行為等は景観形成基準に則して行われるよう指導することとします。 

 

（１）中山間ゾーンにおける景観形成基準 

① 森林地区 

■ 基準設定の基本的な考え方 

森林地区では、自然景観を保全する観点から、小規模な建築物・工作物にまで景観誘導を図るこ

ととします。 

また、土地区画の形質変更や木竹・草花の採取などを制限することにより、山林を保全すること

とします。 

 

■ 届出対象行為 

 本地区における届出対象行為は以下の表に示すとおりとしますが、以下に該当しない建築行為等において

も、景観形成の方針に則した景観形成基準への配慮が望まれます。 

 行為の種類  届出の対象 

建築物 

・建築物の新築、増築、改築もしくは移転、

外観を変更することとなる修繕もしくは模

様替え又は色彩の変更 

 

高さ１５ｍ又は建築面積２５０㎡を超えるもの 

（増築又は改築後に高さ１５ｍ又は建築面積２５０㎡を超え

るものを含む。） 

煙突、記念塔、装飾塔、

高架水槽、彫刻その他こ

れらに類するもの 

 

高さ１５ｍを超えるもの 

 

垣、さく、塀その他これ

らに類するもの 
高さ３ｍを超えるもの 

遊戯施設、製造プラン

ト、貯蔵施設、処理施設

その他これらに類するも

の 

高さ１５ｍ又は築造面積２５０

㎡を超えるもの 

（増築又は改築後に高さ１５ｍ

又は築造面積２５０㎡を超える

ものを含む。） 

工作物 

・工作物の新設、増築、改築もしくは移転、

外観を変更することとなる修繕もしくは模

様替え又は色彩の変更（屋外広告物は除

く。） 

電柱、送電鉄塔、移動通

信用鉄塔、その他これら

に類するもの 

 

高さ１５ｍを超えるもの 

開発行為 

・都市計画法第４条第１２項に規定する開発行為 

 

開発区域の面積が、１，０００㎡以上のもの 

９０日を超える屋外における物品の集積又は

貯蔵 

物品の高さ５ｍ又はその用に供されている土地の面積が１，

０００㎡を超えるもの 

土地の区画の形質の変更 行為面積が１，０００㎡を超えるもの 

木竹の伐採 面積１，０００㎡を超える伐採を行うもの 

  

【届出を要しない行為】 

① 上記の届出対象行為に満たない行為 

② 木竹の伐採のうち、次に掲げる行為 

ア．農業又は林業を行うために行う行為 

イ．除伐、間伐、枝打ち、整枝等木竹の保育のために行う行為 

ウ．枯損した木竹又は危険な木竹の伐採 

③ 非常災害のために必要な応急措置として行う行為 

④ 国又は地方公共団体の行う行為（ただし、届出対象行為については事前協議を要する。） 

⑤ 地中又は水面下における行為 

⑥ 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為 

⑦ 既着手行為（景観計画の施行日までに着手している行為） 
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■ 景観形成基準 

対象 事項   景観形成基準 

位置 

 道路境界線及び隣地境界線からは、できるだけ後退すること 

 周辺および敷地内の建築物等との調和に配慮した配置とすること 

 既存の樹木がある場合には、これをできるだけ修景に活かすように配

慮すること 

形態 

意匠 

 周辺に与える威圧感、圧迫感及び突出感の軽減に努めるなど、周辺の

景観との調和に配慮すること 

 壁面等の意匠のつりあいに配慮し、全体としてまとまりある意匠とす

ること 

 外壁又は屋外に設ける設備は、露出しないようにし、建築物等の本体

及び周辺の景観との調和に配慮すること 

 屋外階段、ベランダ等の建築物の本体と一体をなすものを設ける場合

には、建築物等の本体との調和に配慮すること 

色彩 
 けばけばしい色彩とせず、できるだけ落ち着いた色彩を基調とし、周

辺景観との調和に配慮すること 

外
観 

材料 

 周辺との調和に配慮した材料を使用すること 

 地域特有の材料や天然の材料をできるだけ活用すること 

 耐久性および耐候性に優れた材料の使用に努めること 

緑化 

 敷地内においては、緑化に努めること 

 地域の特性にあった樹木の植栽に努めること 

 建築物等が周辺に与える威圧感、圧迫感および突出感を和らげるよう

に樹木の高さ及びその配置に配慮すること 

建築物および

工作物 

その他 

 優れた景観を有する山岳の稜線を乱さないように位置及び高さについ

て配慮すること 

 優れた景観を有する山岳等又は貴重な歴史的建造物の近傍にあって

は、勾配のある屋根を設けるように配慮すること 

緑化修景 

 計画的に行われる観光振興の為の施設整備や災害防止・安全確保の観

点から行う以外の土地区画形質の変更は最小限に留め、自然環境の保

全を図ること 

 土地区画形質の変更が行われた際には、周辺環境との調和を図るため

の緑化修景を行うこと 
開発行為 

法 面 ・擁

壁の造成 

 法面の造成、擁壁の築造にあたっては、周辺環境との調和に配慮して

緑化等に努めること 

集 積 又は

貯 蔵 の方

法 

 集積又は貯蔵を始める位置は、公衆が通行又は集合する道路等の敷地

境界からできるだけ離れた位置とすること 

 積み上げにあたっては、できるだけ低いものとし、整然とした集積又

は貯蔵とすること 

屋外における

物品の集積又

は貯蔵 

遮へい 
 敷地の周囲の植栽を行うなど、公衆が通行又は集合する道路等の場所

からの遮へいに配慮すること 

緑化修景 

 計画的に行われる観光振興の為の施設整備や災害防止・安全確保の観

点から行う以外の土地区画形質の変更は最小限に留め、自然環境の保

全を図ること 

 土地区画形質の変更が行われた際には、周辺環境との調和を図るため

の緑化修景を行うこと 

土地区画形質

の変更 

法 面 ・擁

壁の造成 

 法面の造成、擁壁の築造にあたっては、周辺環境との調和に配慮して

緑化等に努めること 

木竹の伐採 
伐 採 の方

法 

 樹木の保全・育成を基本として、周辺の森林などの景観を損なわない

よう、目的に応じて必要最小限の伐採とすること 

 伐採した樹種及び周辺の植生を勘案して代替措置（植裁等）の実施に

努めること 
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② 里山地区 

■ 基準設定の基本的な考え方 

里山地区では、自然と人の営みの調和を図る観点から、比較的に小規模な建築物・工作物に

まで景観誘導を図ることとします。 

また、土地区画の形質変更についても景観誘導を図ることにより、良好な田園景観を保全す

ることとします。 

 

■ 届出対象行為 

 本地区における届出対象行為は以下の表に示すとおりとしますが、以下に該当しない建築行為

等においても景観形成の方針に則した景観形成基準への配慮が望まれます。 

行為の種類 届出の対象 

建築物 

・建築物の新築、増築、改築もしくは移転、

外観を変更することとなる修繕もしくは模

様替え又は色彩の変更 

 

高さ１５ｍ又は建築面積５００㎡を超えるもの 

（増築又は改築後に高さ１５ｍ又は建築面積５００㎡を超え

るものを含む。） 

煙突、記念塔、装飾

塔、高架水槽、彫刻

その他これらに類す

るもの 

 

高さ１５ｍを超えるもの 

 

垣、さく、塀その他

これらに類するもの 

 

高さ３ｍを超えるもの 

遊戯施設、製造プラ

ント、貯蔵施設、処

理施設その他これら

に類するもの 

高さ１５ｍ又は築造面積５００㎡を

超えるもの 

（増築又は改築後に高さ１５ｍ又は築造

面積５００㎡を超えるものを含む。） 

工作物 

・工作物の新設、増築、改築もしくは移転、

外観を変更することとなる修繕もしくは模

様替え又は色彩の変更（屋外広告物は除

く。） 

電柱、送電鉄塔、移

動通信用鉄塔、その

他これらに類するも

の 

 

高さ１５ｍを超えるもの 

開発行為 

・都市計画法第４条第１２項に規定する開発行為 

 

開発区域の面積が、１，０００㎡以上のもの 

９０日を超える屋外における物品の集積又は

貯蔵 

物品の高さ５ｍ又はその用に供されている土地の面積が１，

０００㎡を超えるもの 

土地の区画の形質の変更 行為面積が１，０００㎡を超えるもの 

【届出を要しない行為】 

① 上記の届出対象行為に満たない行為 

② 非常災害のために必要な応急措置として行う行為 

③ 国又は地方公共団体の行う行為（ただし、届出対象行為については事前協議を要する。） 

④ 地中又は水面下における行為 

⑤ 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為 

⑥ 着手行為（景観計画の施行日までに着手している行為） 
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■ 景観形成基準 

対象 事項 景観形成基準 

位置 

 道路境界線および隣地境界線からは、できるだけ後退すること 

 周辺及び敷地内の建築物等との調和に配慮した配置とすること 

 既存の樹木がある場合には、これをできるだけ修景に活かすように配

慮すること 

形態 

意匠 

 周辺に与える威圧感、圧迫感および突出感の軽減に努めるなど、周辺

の景観との調和に配慮すること 

 壁面等の意匠のつりあいに配慮し、全体としてまとまりある意匠とす

ること 

 外壁又は屋外に設ける設備は、露出しないようにし、建築物等の本体

および周辺の景観との調和に配慮すること 

 屋外階段、ベランダ等の建築物の本体と一体をなすものを設ける場合

には、建築物等の本体との調和に配慮すること 

色彩 
 けばけばしい色彩とせず、できるだけ落ち着いた色彩を基調とし、周

辺景観との調和に配慮すること 

外
観 

材料 

 周辺との調和に配慮した材料を使用すること 

 地域特有の材料や天然の材料をできるだけ活用すること 

 耐久性および耐候性に優れた材料の使用に努めること 

緑化 

 敷地内においては、緑化に努めること 

 地域の特性にあった樹木の植栽に努めること 

 建築物等が周辺に与える威圧感、圧迫感および突出感を和らげるよう

に樹木の高さ及びその配置に配慮すること 

建築物および

工作物 

その他 

 優れた景観を有する山岳の稜線を乱さないように位置および高さにつ

いて配慮すること 

 社寺、遺跡等の歴史的資産の近傍にあっては、これらに違和感を与え

ることのないように位置、形態意匠、色彩および材料について配慮す

ること 

 優れた景観を有する山岳等又は貴重な歴史的建造物の近傍にあって

は、勾配のある屋根を設けるように配慮すること 

緑化修景 

 市民生活の利便を図る観点からの公共公益施設の整備や農業振興上の

観点から行う以外の土地区画形質の変更は最小限に留め、田園環境の

保全を図ること 

 土地区画形質の変更が行われた際には、周辺環境との調和を図るため

の緑化修景を行うこと 

開発行為 

法 面 ・擁

壁の造成 

 法面の造成、擁壁の築造にあたっては、周辺環境との調和に配慮して

緑化等に努めること 

集 積 又は

貯 蔵 の方

法 

 集積又は貯蔵を始める位置は、公衆が通行又は集合する道路等の敷地

境界からできるだけ離れた位置とすること 

 積み上げにあたっては、できるだけ低いものとし、整然とした集積又

は貯蔵とすること 

屋外における

物品の集積又

は貯蔵 

遮へい 
 敷地の周囲の植栽を行うなど、公衆が通行又は集合する道路等の場所

からの遮へいに配慮すること 

緑化修景 

 市民生活の利便を図る観点からの公共公益施設の整備や農業振興上の

観点から行う以外の土地区画形質の変更は最小限に留め、田園環境の

保全を図ること 

 土地区画形質の変更が行われた際には、周辺環境との調和を図るため

の緑化修景を行うこと 

土地区画形質

の変更 

法 面 ・擁

壁の造成 

 法面の造成、擁壁の築造にあたっては、周辺環境との調和に配慮して

緑化等に努めること 
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（２）市街地ゾーンにおける景観形成基準 

① 一般市街地地区 

■ 基準設定の基本的な考え方 

 

一般市街地地区では、市民生活の利便を図るとともに地区に残された歴史的景観の保全や市

民の主体的な景観形成への取り組みを支援する観点から、一定規模以上の建築物・工作物・土

地区画の形質変更に対する景観誘導を図ることとします。 

なお、建築協定・緑地協定等によって良好な住宅地景観が形成されている桂台ニュータウ

ン・ゆりヶ丘団地における市民主体の景観の維持に向けた活動への支援や重点景観形成地区候

補地とはならないまでも本市の宿場町としての歴史を現在に伝える出桁造りの建築物の保全な

ど、地域の実情に応じた適切な景観誘導を図るものとします。 

 

■ 届出対象行為 

 本地区における届出対象行為は以下の表に示すとおりとしますが、以下に該当しない建築行為

等においても景観形成の方針に則した景観形成基準への配慮が望まれます。 

行為の種類 届出の対象 

建築物 

・建築物の新築、増築、改築もしくは移転、外観を

変更することとなる修繕もしくは模様替え又は色

彩の変更 

 

高さ１５ｍ又は建築面積１，０００㎡を超えるもの 

（増築又は改築後に高さ１５ｍ又は建築面積１，０００㎡を超える

ものを含む。） 

煙突、記念塔、装飾塔、

高架水槽、彫刻その他こ

れらに類するもの 

 

高さ１５ｍを超えるもの 

 

垣、さく、塀その他これ

らに類するもの 

 

高さ３ｍを超えるもの 

遊戯施設、製造プラン

ト、貯蔵施設、処理施設

その他これらに類するも

の 

高さ１５ｍ又は築造面積１，０００㎡を

超えるもの 

（増築又は改築後に高さ１５ｍ又は築造

面積１，０００㎡を超えるものを含

む。） 

工作物 

・工作物の新設、増築、改築もしくは移転、外観を

変更することとなる修繕もしくは模様替え又は色

彩の変更（屋外広告物は除く。） 

電柱、送電鉄塔、移動通

信用鉄塔、その他これら

に類するもの 

 

高さ２０ｍを超えるもの 

開発行為 

・都市計画法第４条第１２項に規定する行為 

 

開発区域の面積が１，０００㎡以上のもの 

９０日を超える屋外における物品の集積又は貯蔵 物品の高さ５ｍ又はその用に供されている土地の面積が１，０００

㎡を超えるもの 

土地の区画の形質の変更 行為面積が１，０００㎡を超えるもの 

 

【届出を要しない行為】 

① 上記の届出対象行為に満たない行為 

② 非常災害のために必要な応急措置として行う行為 

③ 国又は地方公共団体の行う行為（ただし、届出対象行為については事前協議を要する。） 

④ 地中又は水面下における行為 

⑤ 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為 

⑥ 着手行為（景観計画の施行日までに着手している行為） 
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■ 景観形成基準 

対象 事項 景観形成基準 

位置 

 道路境界線及び隣地境界線からは、できるだけ後退すること 

 周辺及び敷地内の建築物等との調和に配慮した配置とすること 

 既存の樹木がある場合には、これをできるだけ修景に活かすように配慮

すること 

形態 

意匠 

 周辺に与える威圧感、圧迫感および突出感の軽減に努めるなど、周辺の

景観との調和に配慮すること 

 壁面等の意匠のつりあいに配慮し、全体としてまとまりある意匠とする

こと 

 外壁又は屋外に設ける設備は、露出しないようにし、建築物等の本体及

び周辺の景観との調和に配慮すること 

 屋外階段、ベランダ等の建築物の本体と一体をなすものを設ける場合に

は、建築物等の本体との調和に配慮すること 

色彩 
 けばけばしい色彩とせず、できるだけ落ち着いた色彩を基調とし、周辺

景観との調和に配慮すること 

外
観 

材料 

 周辺との調和に配慮した材料を使用すること 

 地域特有の材料や天然の材料をできるだけ活用すること 

 耐久性及び耐候性に優れた材料の使用に努めること 

緑化 

 敷地内においては、緑化に努めること 

 敷地境界においては、緑化に努めること 

 地域の特性にあった樹木の植栽に努めること 

 建築物等が周辺に与える威圧感、圧迫感および突出感を和らげるように

樹木の高さおよびその配置に配慮すること 

建築物および

工作物 

その他 

 優れた景観を有する山岳の稜線を乱さないように位置及び高さについて

配慮すること 

 社寺、遺跡等の歴史的資産の近傍にあっては、これらに違和感を与える

ことのないように位置、形態意匠、色彩および材料について配慮するこ

と 

 優れた景観を有する山岳等又は貴重な歴史的建造物の近傍にあっては、

勾配のある屋根を設けるように配慮すること 

 都市施設の集積する商業地域において、道路境界線から後退することに

より生じた空地は、道路と一体となった開放的な空地とするように努め

ること 

緑化修景 
 土地区画形質の変更が行われた際には、緑化修景等の周辺環境との調和

を図るために必要な措置を行うこと 
開発行為 

法 面 ・擁

壁の造成 

 法面の造成、擁壁の築造にあたっては、周辺環境との調和に配慮して緑

化等に努めること 

集 積 又は

貯 蔵 の方

法 

 集積又は貯蔵を始める位置は、公衆が通行又は集合する道路等の敷地境

界からできるだけ離れた位置とすること 

 積み上げにあたっては、できるだけ低いものとし、整然とした集積又は

貯蔵とすること 

屋外における

物品の集積又

は貯蔵 

遮へい 
 敷地の周囲の植栽を行うなど、公衆が通行又は集合する道路等の場所か

らの遮へいに配慮すること 

緑化修景 
 土地区画形質の変更が行われた際には、緑化修景等の周辺環境との調和

を図るために必要な措置を行うこと 土地区画形質

の変更 法 面 ・擁

壁の造成 

 法面の造成、擁壁の築造にあたっては、周辺環境との調和に配慮して緑

化等に努めること 
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1） 大月駅周辺地区（重点景観形成地区候補地） 

 

■ 基準設定の基本的な考え方 

 

大月駅周辺地区は、本市の中心市街地として重点的に景観誘導を図っていくべき地区である

ことから、地区の住民・権利者などの主体的な協議により地区の目指すべき景観のあり方を明

らかにするとともに具体的な景観形成の方針を明らかにして景観誘導を図ることとし、当面は

一般市街地地区の景観形成基準を準用します。 

 

 

2） 猿橋周辺地区（重点景観形成地区候補地） 

 

■ 基準設定の基本的な考え方 

 

猿橋周辺地区は、名勝猿橋を訪れる多くの観光客をもてなす本市を代表する観光・景勝地と

して重点的に景観誘導を図っていくべき地区であることから、地区の住民・権利者などの主体

的な協議により地区の目指すべき景観のあり方を明らかにするとともに、具体的な景観形成の

方針を明らかにして景観誘導を図ることとし、当面は一般市街地地区の景観形成基準を準用し

ます。 

 

 

 3） 鳥沢宿地区（重点景観形成地区候補地） 

 

■ 基準設定の基本的な考え方 

 

鳥沢宿地区は、旧甲州街道の宿場町に残された歴史的街並み景観を保全するとともに、観光

資源等として活用していくべき地区であることから、地区の住民・権利者などの主体的な協議

により地区の目指すべき景観のあり方を明らかにするとともに、具体的な景観形成の方針を明

らかにして景観誘導を図ることとし、当面は一般市街地地区の景観形成基準を準用します。 

 

 

 

※重点景観形成地区候補地では、当面は一般市街地地区と同様の基準を準用しますが、地区に

ふさわしい独自の基準を住民・地権者等が自ら設定する事が望ましいことから、今後の住

民・地権者等の参加によって重点景観形成地区の範囲や届出対象とする行為、景観形成基準

について協議・検討を行うこととし、合意形成が諮られた場合は本景観計画を変更して反映

するものとします。 
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７．景観資源等の質的向上に関する事項                       

 

前項の景観形成基準に加えて、大月市の景観を向上させる観点から以下の事項について定めるものとし

ます。聞く 

 

（１） 景観重要建造物および景観重要樹木の指定の方針 

本市固有の景観を形成している景観資源や地域の目印となって市民から親しまれている景観資源など、

良好な景観づくりを進める上で重要となる景観資源を維持・保全するため、「景観重要建造物」および

「景観重要樹木」を指定します。 

なお、これらの指定にあたっては、土地・建物の所有者等との調整を行い、後述する「大月市景観審

議会」の意見を聴くものとします。 

 

①景観重要建造物の指定の方針 

本市の歴史・文化などが感じられる建造物で、次に示す事項に該当する景観形成上重要な建造物を景

観重要建造物として指定することができるものとします。 

【指定の方針】 

 

 

 

 

②景観重要樹木の指定の方針 

地域の象徴となっている樹木で、道路・その他公共空間から視認することができるもののうち、次の

示す事項に該当する景観形成上重要な樹木を景観重要樹木として指定することができるものとします。 

【指定の方針】 

 

 

 

 

 

③指定に係る手続き 

指定にあたっては、所有者・市民な

どからの推薦を受けるとともに市とし

て保存することが望ましいと考える建

造物・樹木について、景観審議会の審

議を経て市長が指定することとします。 

なお、指定に係る手続き・手順は右

図のとおりとします。 

 

 

 

 

・旧甲州街道の宿場町や近代産業の発展を先導するなど、本市の歴史・文化をあらわす建造物 

・市又は地域の象徴や目印となって、多くの市民や地域住民に親しまれている建造物 

・気候風土に根ざした特徴的な形態意匠を有する建造物 

・市又は地域の象徴や目印となって、多くの市民や地域住民に親しまれている樹木 

・外観(樹高や樹形など)に特徴があり、良好な景観づくりに寄与する樹木 

・気候風土に根ざした特徴的な外観を有する樹木 

・地域に古くから立っている樹木で、放置すればその維持や保全が困難なものとなる樹木 

○指定の手続き・手順 

景
観
審
議
会
に
お
け
る
審
議 

所
有
者
な
ど
へ
の
同
意
協
議 

所有者の要請 

市民等の推薦 

指
定
の
通
知
・
表
示 

市
長
に
よ
る
指
定
の
決
定 
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（２） 景観重要公共施設等の整備に関する事項 

良好な景観形成を推進するためには、市民共有の財産として日常的に目にふれる機会が多い「公共

性」や整備された道路などに沿って街並み景観が形成されるなどの「基盤性」を持つ公共施設自体の景

観のあり方が重要となります。 

また、景観形成を行うにあたり行政が景観形成を先導して市民との協働を促進することが重要である

ことから、今後は良好な景観形成に寄与すべき公共施設を「景観重要公共施設」に指定して積極的な景

観形成を図るものとします。 

なお、これらの指定にあたっては公共施設管理者等と協議を行い、「大月市景観審議会」の意見を聴

くものとします。 

 

【指定の方針】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【指定が想定される景観重要公共施設の例】 

道路 
・国道20号            ・国道139号 

・中央自動車道                    等 

河川 
・桂川              ・葛野川      

・笹子川             ・浅利川      等 

橋梁 ・猿橋              ・茜橋       等 

都市公園 ・桂川ウェルネスパーク      ・猿橋公園     等 

 

 

（３） 重要郷土景観の保全 

活力ある大月市ならではの景観を維持するためには、市民生活に根ざした祭礼やイベント等を保全し

ていくことが重要となることから、地域の賑わいや良好な景観形成に寄与する行事を「重要郷土景観」

として観光施策と連携して市内外に対する積極的なPRを行い、行事の保全を図るものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

・本市の景観の骨格となる軸や拠点を構成する公共施設等 

・景観資源の周辺など、景観形成を一体的に推進する必要がある地域に位置する公共施設等 

・地域住民や事業者などが積極的に景観形成に取り組んでいる地域に位置する公共施設等 

・整備により周辺と一体的な景観形成の取り組みが期待できる公共施設等 

・大規模かつ重要な施設で、施設そのものが景観に大きな影響を与える公共施設等 

・その他、良好な自然景観の保全、新たな景観の創出を重点的に推進する必要がある地域に位置す

る公共施設等 
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（４） 屋外広告物の表示および屋外広告物を掲出する物件の設置に関する行為の制限 

 

①屋外広告物の表示・掲出に関する基本事項 

屋外広告物は、市民や来訪者に多くの情報を提供するだけでなく、その形態意匠によって街並みの景

観を演出する重要な要素でもあります。 

一方、華美な色づかいの屋外広告物や巨大な屋外広告物は、周辺の景観との調和を著しく欠き、本市

の景観を損ねるおそれがあることから、「山梨県屋外広告物条例」の適切な運用を図るとともに、重点

景観形成地区（候補地）を中心に「山梨県屋外広告物条例」による「景観保全型広告物規制地区」を指

定するなど、必要に応じて本市独自の表示および掲出物件の設置に関する行為の制限について検討しま

す。 

 

②屋外広告物の表示および屋外広告物を掲出する物件の設置に関する行為の制限に関する事項 

 

【景観計画区域における行為の制限】 

 

 

 

 

【重点景観形成地区（候補地）における行為の制限】 

 

 

 

 

 

 

○山梨県屋外広告物条例の規定では、景観計画区域は禁止地域を除き、第二種ないしは第三種許可

地域となることから、景観形成方針に示す景観形成を進めるために同条例に基づき屋外広告物の

位置、形状、高さ、表示面の大きさなどを適切に誘導します。 

○重点景観形成地区においては、地域住民・地権者等との協議に基づいて屋外広告物の掲出等の行

為の制限が特に必要な場合は、山梨県屋外広告物条例による景観保全型広告規制地区を活用して

広告物の位置、形状、高さ、表示面の大きさ、素材、色彩などの詳細な取り決めを行うことがで

きます。 
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８．景観計画推進方策の検討                            

 

本市の景観は、緑豊かな自然環境を背景に市街地や集落地が形成されており、道路や河川といった多様

な景観要素で構成されています。 

このため、市の将来像を景観形成の側面から実現する上では、公共施設を整備・維持管理する行政はも

とより、景観要素の大部分を所有あるいは維持管理・利用する市民、景観に影響を与える活動を行う事業

者など、景観形成に関わる全ての主体が適切に役割分担をしながら連携することが不可欠となります。 

そこで、基本目標である「資源と人を活かして取り組む景観づくり」という視点に立ち、市民・事業者、

行政が協力し合うための基盤となる「推進体制づくり」、行政による「市民等の主体的な取り組みへの支

援」、市全体として総合的で統一的な取り組みを進めるための基本となる「ルールづくり」の３つを柱と

した施策の展開に努めます。 

 

（１）景観計画の推進体制づくり 

景観は、市民・事業者・行政等のそれぞれの取り組みの結果として生み出されるものであることから、

各主体の役割分担と協働による「推進体制づくり」に向けた取り組みを以下に示します。 

 

① 市民・事業者が主体となった組織体制の確立 

◆市民・事業者が主体となった組織の育成                                   

・景観形成は息の長い着実な取り組みによって実現されることから、身近な景観を保全・創出するため

の様々な活動を重視します。このため、個人による日常的な清掃活動などはもとより、自治会や商店

街組合など既存の組織を中心とした道路の緑化、花壇の設置・維持管理など、公共空間も含めた景観

の魅力を高める活動の継続的な実施に努めます。 

・農地や山林、里山の保全、道路や河川等の公共空間の維持管理など、現在行われている市民活動を支

援するとともに、市民の景観に対する興味や関心などに応じて参加可能なボランティア組織やリーダ

ーの育成に努めます。 

 

◆市民景観モニター制度の導入                              

・景観計画などの景観に関わるルールに適合しない恐れのある土地利用や建築物の建築などを監視する

とともに、地域における良好な景観形成の取り組み等を市の景観担当に報告する役割を担う市民景観

モニター制度の導入を検討します。 

 

② 庁内組織体制の強化 

◆景観計画推進会議の設置                                

・景観計画を効果的に推進するためには、庁内の様々な行政分野の総合的・一体的な取り組みが求めら

れることから、建築、土木、環境、産業等の各行政分野が参加する組織として、景観計画推進会議の

設置を検討します。 
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③ 協働体制の構築 

◆重点景観形成地区推進会議の設置                                   

・重点景観形成地区候補地の良好な景観形成を推進していくために、地区代表者及び利害関係者との協

議、調整を図りながら課題解決を図っていくための組織として「重点景観形成地区推進会議」を設置

します。 

 

◆大月市景観審議会の設置                                    

・本市の総合的な景観施策に関わる重要事項に関する審議を行うとともに、望ましい景観形成に向けた

取り組みの審査などを行う組織として、市民・事業者・行政により構成される「大月市景観審議会」

を設置します。 

 

 

（２）市民等の主体的な取り組みへの支援 

良好な景観づくりには、市民・事業者・行政等の主体的な取り組みが重要であることから、市民等の

主体的な景観づくりを支援する取り組みを以下に示します。 

 

◆景観づくりに関する情報の提供                             

・市民・事業者等と景観形成の基本目標等を共有し、主体的な景観づくりの取り組みを促進するために、

ホームページやパンフレット等を通じて景観計画の周知と認識共有を図ります。 

・景観形成上の課題を共有するとともに規制・誘導に関わる制度の適用の必要性・効果への理解を促す

ため、市民等に確実に情報が行き渡るよう「広報おおつき」やホームページなどの様々な媒体、説明

会などの機会を十分に活用して、景観づくりに関する情報の適切な提供に努めます。 

 

◆専門家の紹介・派遣                                   

・市民や事業者による景観形成活動を支援する観点から、山梨県の景観アドバイザー活用事業等を利用

して専門家の紹介や派遣を通じて適切な助言・指導を受けられるように配慮します。 

 

◆景観づくりに関する表彰制度の導入                           

・市民や事業者による主体的・積極的な景観形成活動を促す観点から、景観計画に基づく良好な景観形

成に寄与した優れた建築物や街並みなどの所有者・設計者・施行者や継続的な景観づくり活動を行う

組織を対象とする表彰制度の導入を検討します。 

 

 



 

 

５５ 

（３）景観づくりに向けたルールづくり 

良好な景観づくりに向けて、一定のルールのもとで景観形成を行うための取り組みを以下に示します。 

 

◆事前協議制度の導入                                     

・良好な景観に対する価値観は多様であり、良好な景観形成を進めるためには基準による審査に加えて、

市民・事業者・行政の協働による創意工夫が不可欠であることから、市民・事業者・行政の創意工夫

に基づく協働の機会として景観法に基づく届出の前に協議の場を設ける事前協議制度を検討します。 

 

◆重点景観形成地区における独自基準の設定                        

・地域の特性を活かした良好な景観形成の実効性を高めるため、重点景観形成地区候補地における住

民・地権者等の協議と合意に基づき、地域の景観形成方針に則した景観形成基準を設定します。 

 

◆公共サイン計画の運用                                 

・市民や来訪者に様々な情報や案内を提供するとともに、本市の景観の魅力を高めることにも寄与する

質の高い案内板やサインを「大月市公共サイン計画」に基づき適切に整備します。 

 

◆景観条例の制定                                     

・本景観計画の実効性を担保する観点から、「大月市景観条例」を制定します。 

 


